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支部長のひとこと支部長のひとこと

謹賀新年

新年のご挨拶新年のご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。
　会員各位におかれましては、年末年始の９連休を
のんびりと、有意義にお過ごしの方も多かったで
しょう。普段の業務が多忙で、お疲れの身体を休め
るには、最良の充電期間になったのではないでしょ
うか。昨年度の第87回定時総会でご承認いただき、
前会長の中林邦友会長の後を引き継ぎ、会長をさせ
ていただいております。
　今年度、本会が取り組んでいる課題のうち、南海
トラフ地震の発生が想定され、会館の維持をどうす
るかがあります。最近の物価の高騰により改築は見
込めないので、早急に耐震化しなければなりません。
　連合会の会費が、令和９年４月から会員一人につ
き2,250円が3,250円に引き上げられます。会員数
が減少し、会費収入の増加が見込めない状況下で、
大阪会の財政の健全化をどうするかです。

　現在の部の構成と役員報酬は、14年前に臨時総
会で決定されたものです。効率的な会務運営と、役
員の担い手不足を解消するために、そろそろ改正し
なければならない時期かと考えています。また、会
務の継続性を維持するために、言い古されているか
もしれませんが、ナレッジマネジメントを確固たる
ものとして、本会の組織の中に再構築する必要を感
じています。これまで大阪会の先輩役員の方々が、
会務の中で努力し蓄積されていた知識の連続性がう
まく機能していないと感じています。
　今年も、会員各位とともに調査士業務に励みなが
ら、調査士制度が国民の方々に認められ、より良い
制度となることを目指し、皆さま方にとりまして明
るい年となることをご祈念申し上げます。

大阪土地家屋調査士会
会長　松島　稔

　新年明けましておめでとうございます。
　大阪土地家屋調査士会及び会員の皆様には、日頃
から法務行政に御理解をいただくとともに、表示登
記及び筆界特定事務の適正・円滑な遂行に御協力を
いただき、心から御礼申し上げます。本年もどうぞ
よろしくお願いします。
　昨年は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）
が開催されました。開幕直後の評判は芳しくありま
せんでしたが、ゴールデンウィーク終了後から高評

価が広まって入場者が急増し、終盤は入場の予約枠
が埋まるほどの盛況ぶりでした。大屋根リングのス
ケールの大きさに感嘆するとともに、パビリオンの
観覧やイベントへの参加等を通じて、世界の多様な
価値観に触れあい、未来の技術や生活を体験するな
どして、感動を味わった方も多かったのではないで
しょうか。また、藤川球児監督の率いる阪神タイガー
スが、強力な投手陣と好機に強い打撃陣を擁して、
投打ともに隙のない戦い方で、球団創設90周年の

新年のご挨拶

大阪法務局長　中川 博文
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節目に、２年ぶり７回目となるリーグ優勝を達成し
ました。多くの外国人観光客が関西を訪れ、インバ
ウンド消費を押し上げるなど、総じて、大阪を中心
とする関西が元気で活気のある１年であったように
思います。
　このような状況の下においても、法務局には、不
動産登記制度を始めとした社会・経済活動の基盤と
なる社会的インフラを確実に維持することが求めら
れています。大阪法務局においては、本年も、法務
局に対する国民の期待と信頼に応えるため、職員一
同、不動産登記等の各種業務に取り組みたいと考え
ています。以下では、大阪法務局をめぐる諸情勢に
ついて、不動産登記に関する事項を中心に、御紹介
したいと思います。
　第１に、所有者不明土地問題を始めとする新たな
政策課題への積極的な取組について、御説明しま
す。御承知のとおり、所有者不明土地対策は、いわ
ゆる骨太の方針において、政府の最重要課題の一つ
とされています。この対策を推進するため、長期相
続登記等未了土地及び表題部所有者不明土地の各解
消事業の推進、法定相続情報証明制度及び遺言書保
管制度の各活用による相続登記の促進、相続土地国
庫帰属制度の施行や相続登記の義務化の実施など、
不動産登記情報を最新化させる新制度が順次導入さ
れています。昨年である令和７年には、４月21日
に検索用情報の申出制度が施行されましたが、本年
である令和８年には、２月２日に所有不動産記録証
明制度が、４月１日に住所等変更登記の義務化がそ
れぞれ施行される予定です。これらの所有者不明土
地対策のための各種制度は、既に運用段階に入って
いるものが多く、その焦点は、「導入・準備」から「円
滑な運用と国民への定着」へ移行しています。大阪
法務局としては、これまで以上に国民から大きな注
目が集まっていることを改めて認識し、積極的に取

り組み、新制度を国民に定着させていく所存です。
土地家屋調査士会及び会員の皆様においても、例え
ば、相続土地国庫帰属制度では、境界が明らかでな
い土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲につい
て争いがある土地については、土地の所有者は、そ
の土地の所有権を国庫に帰属させることについての
承認を申請することができず（相続等により取得し
た土地所有権の国庫への帰属に関する法律２条３項
５号）、これに違反するときは、承認の申請が却下
されます（同法律４条１項２号）ので、土地の所有
者から相談を受けた場合には、境界が明らかでない
土地等ではないことを明らかにするため、当該土地
及びその隣接地に関する図面や資料等を作成するな
どの援助が可能ですし、また、相続登記の義務化で
は、建物について数次相続がされている場合には、
その現況が過去の状況と異なっていることがあると
思われますから、建物の相続人から依頼を受けて、
建物表題変更登記申請をすることがあるなど、所有
者不明土地対策のための各種制度に係る円滑な運用
と国民への定着に積極的に寄与していただきたいと
思います。
　第２に、法務局地図作成事業に係る新たな整備計
画の概要について、御紹介します。御存じのとおり、
令和６年３月、法務省民事局により、次期地図整備
計画の策定に向けた基本方針が定められました。こ
の基本方針の主なポイントは次の４点です。すなわ
ち、①これまでと同様に、全国の都市部のDIDか
つ地図混乱地域を対象とするとともに、自然災害リ
スクやまちづくりの観点も重視し、事業類型につい
て、これまでは「全国実施型」、「大都市型」及び「震
災復興型」としていましたが、今後は「防災・まち
づくり型」、「大都市特化型」及び「被災地域復興
型」に整理すること、②対象面積が比較的小さい局
所的地区は、これまで事業の対象とすることは困難
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でしたが、今後は「局所混乱型」として事業の対象
とすることを可能とすること、③防災・減災、災害
からの復旧・復興の円滑化、まちづくりの促進の観
点を踏まえて考慮要素を整理し、優先度の高い地区
で優先的に実施すること、④自治体から候補地区に
関する要望書の提出を受け、前記の考慮要素に当て
はめて地区を選定することです。この基本方針に基
づき、次期地図整備計画の策定が進められ、令和７
年３月、次期地図整備計画の実施地区や面積が決定
されました。大阪法務局についてみますと、大阪府
交野市、寝屋川市及び枚方市において防災・まちづ
くり型の法務局地図作成事業を順次実施し、堺市に
おいて大都市特化型の法務局地図作成事業を実施す
る予定ですが、これらの事業を着実に実施していき
たいと考えています。
　第３に、筆界特定制度の運用の状況等について、
御紹介します。筆界特定制度は、平成18年１月か
ら開始されましたところ、令和８年１月で20年を
迎えました。大阪法務局の管区内では、申請数及び
終了数ともに、全国的にみても高い水準の事件処理
がされています。大阪法務局においては、令和元
年以降の申請数は、少ない年で約230件、多い年で
300件ですが、令和７年１月から９月までの間の申
請数は、１年で換算しますと約270件に相当し、令
和６年の申請数が287件であったことも考慮します
と、ここ最近の申請数は高い状態にあるといえま
す。しかし、令和７年９月末日時点で、申請から１
年以上が経過したいわゆる長期未済事件は存在して
いません。今後も、標準処理期間である９か月以内
の処理を目指し、業務体制を改善するとともに処理
方法を工夫するなどして、適正・迅速な処理に取り
組みたいと思います。
　以上のとおり、不動産登記に関する事項を中心に
みてきましたが、その他にも、大阪法務局では、国

民の期待と信頼に応えるため、多くの重要な施策を
推進しています。大阪法務局がこれらの施策を円滑
に実施するためには、大阪土地家屋調査士会の会員
の皆様の御協力や、大阪土地家屋調査士会と大阪法
務局との間のより一層の連携・協力が必要不可欠で
す。改めて、これまで以上の御協力をよろしくお願
い申し上げます。
　最後に、大阪法務局では、表示登記事務の実務経
験が少ない職員を対象として、「表示登記実務研修」
を実施していますが、同研修のカリキュラムの一つ
に、午前に、測量の原理に関する講義を受けた上、
午後に、筆界の実地調査、光波測量（TS）による
距離測定及び衛星測量（GNSS）による基準点座標
測定の各実習を受けるものがあります。大阪土地家
屋調査士会からは上記カリキュラムのための講師を
派遣していただいていますところ、この場をお借り
して心より感謝申し上げます（当職も、昨年１月に、
上記カリキュラムに参加し、光波測量（TS）によ
る距離測定を行いましたが、その節は大変お世話に
なりました。とても楽しい時間を過ごさせていただ
きました。）。
　新しい年が、大阪土地家屋調査士会及び会員の皆
様にとりまして、良い年となることを祈念しまし
て、年頭の御挨拶といたします。
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　新年明けましておめでとうございます。
　令和８年の新春を、皆さまとともに健やかに迎え
られましたことを、心よりお慶び申し上げます。
　昨年も、私たち当組合はさまざまな課題や変化に
直面しましたが、皆さまのご理解とご協力により、
何とか１年を乗り越えることができました。深く感
謝申し上げます。これも日頃より当組合に関して格
別なご理解とご支援・ご協力を賜ったおかげです。
誠にありがたく厚く御礼申し上げますとともに、本

年も皆さまの相変わらずのご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
　組合を継続していこうとする中で、ふと当組合の
成り立ちを振り返ってみようと思いました。
　当組合は、平成８年に『大阪土地家屋調査士会の
営利部門』を引き継ぐ形で設立されました。この営
利部門を独立させ、土地家屋調査士の皆さま方の福
利厚生を図ることを目的に、組合員に役立つ事業を
行い、その収益を還元して福利厚生に寄与していき

新年のご挨拶
大阪土地家屋調査士協同組合

理事長　辰巳 好数

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中、大阪土地家屋調査士会会員の皆さまに
は、公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士
協会に格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げま
す。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
　昨年大阪にとっての１番の出来事と言えばやはり
大阪関西万博でしょう。皆さまも足を運ばれたで
しょうか。私も大屋根リングを歩いたときはその壮
大さに非常に深い感銘を受け、その景色は深く心に
刻み込まれました。大阪の経済活性化にもつなが
り、非常に意義のあるイベントだったと思います。
　当協会は今年も一般の方対象の講演会を実施しま
す。今年度は設立40周年の記念すべき年でもあり
ますので、皆さまの心に残るような講演会を企画し
ていきたいと考えています。
　また、当協会は他に公益社団法人における事業の
一環としまして災害復興支援、狭あい道路解消事業
の研究に取り組んでいます。特に災害復興支援につ

きましては本会の担当役員のご尽力もあり、法務局
との連携も進んでいく展望を持つことができまし
た。今後も大阪土地家屋調査士会と密接な連携を保
ち、引き続き公嘱協会としての役割を果たせるよう
努力していきたいと思います。
　協会の役員人事につきましても、公益法人法改正
の趣旨を踏まえ、今年度から外部理事を導入しまし
た。これによりガバナンスの一層の強化と透明性の
確保に努めてまいります。
　今後も公益社団法人として行政から選択される協
会となれるようにさまざまな面の基盤強化を行って
まいりたいと考えています。
　調査士会、政治連盟、協同組合と共に協力し、土
地家屋調査士をより深く認知していただけるよう努
めていきます。
　最後になりましたが、この１年が皆さまにとりま
して素晴らしい年になりますよう心からお祈り申し
上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会

理事長　舩原 大弘
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　新年明けましておめでとうございます。　
　平素は大阪土地家屋調査士政治連盟の活動にご理
解、ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
　昨年は参議院議員選挙や自民党総裁選挙など、土
地家屋調査士に限らず全ての国民に影響のある選挙
が行われました。国の政治の在りようがどのように
なろうとも、全国土地家屋調査士政治連盟、大阪土
地家屋調査士政治連盟は、われわれ土地家屋調査士
を有用な資格と認識し、われわれの業務や活動に理
解を示してくれる議員を増やし、より深く知っても
らうための活動を続けてまいります。ただ、残念な
ことに大阪土地家屋調査士政治連盟に加入いただい
ている会員数は全国単位会で最低レベルの約50％
です。入会をちゅうちょされている会員の中には「個
人的に応援している政党、議員があるので…」とおっ
しゃる方が時々おられます。土地家屋調査士政治連

盟に入会されたからといって、個人の政治信条、選
挙応援、投票行為に全く影響は及ぼしません。従前
どおりにしていただいて何ら問題はありません。
　また、「政治連盟はどんな活動をしているのか分
らない」とおっしゃる会員もよくおられるようです
が、澪標ネットの中に過去の全調政連ニュース、大
阪政連議案書等、多くの資料、活動報告が保管され
ていますので、ぜひお読みいただきたいと思いま
す。その上で「もっと詳しく知りたい」と思われる
会員は事務局担当者に一報いただきましたら、私や
役員がご説明に伺うこともやぶさかではありません
のでよろしくお願いします。今年も役員一同土地家
屋調査士制度の充実・発展のため、大阪会会員の繁
栄・隆盛を願って頑張ってまいる所存ですので、何
とぞよろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶
大阪土地家屋調査士政治連盟

会長　中林 邦友

たいと思っております。　　
　しかしながら、ここ数年、組合員の皆さまには還
元事業ができず誠に申し訳なく思っておりますが、
大阪土地家屋調査士会後援で毎年福利厚生事業とし
てレクリエーションを開催し、主にバーベキュー（ハ
イキングを兼ねることもありました）を実施させて
いただいています。
　一昨年は周年事業により「天橋立、伊根観光船」
日帰りバス旅行を８年ぶりに実施し、大好評でし
た。組合員・会員の皆さまが忙しい業務の中で、日
頃さまざまな面で助けてくれている補助者、家族の
方々にも一緒に楽しんでいただき、思い出の一つに
なるような企画ができればと、毎年頭を悩ませてい
るところですが、何よりも皆さまのご参加があって
こその事業となっておりますので、ご協力のほど何
とぞよろしくお願いいたします。
　また、「継続は力なり」の思いで、全国で唯一無
二の組合にできるよう、組合独自の商品開発はもと
より、大阪土地家屋調査士会定時総会、公益社団法
人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会主催の講演

会や東京・大阪で開催された日本土地家屋調査士会
連合会主催の全国土地家屋調査士新人研修に、販売
商品の展示や境界プレート形のラバーキーホルダー
のガチャガチャを出張させ、商品宣伝ができる機会
をいただくなどし、試行錯誤しながらも事務局とも
ども頑張っております。
　おなじみのSNS活動としましては、「YouTube」
や「X」をゆっくりと配信投稿しています。大阪土
地家屋調査士協同組合のホームページでも物品宣伝
をさせていただいていますので、一度ご覧になって
いただけると幸いです。その他にも収入印紙や切
手・レターパックなどを取り扱っていますので、調
査士会に来館された際には、組合にもお立ち寄りい
ただき、少しでもご活用いただきますよう、よろし
くお願いいたします。
　最後になりましたが、皆さまにとりまして幸多き
１年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
　これをもって新年のご挨拶とさせていただきま
す。
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令和７年度 第１回会員研修会

『表示に関する登記の諸問題』

日　　時： 2025年９月17日（水）午後１時～午後４時30分
開催場所：エル・おおさか（大阪府立労働センター）本館６階大会議室
　　　　　ＺＯＯＭウェビナーを利用したオンライン研修
　　　　　大阪市中央区北浜東３-１４
講　　師：元和歌山・横浜地方法務局長、都城市代表監査委員 新井 克美様

　９月に入ったとはいえ、連日30℃を超える暑さ
の中、令和７年９月17日（水）午後１時から４時
30分まで、大阪市中央区の「エル・おおさか」と
ZOOMウェビナーを利用したオンラインとのハイ
ブリット形式で令和７年度第１回会員研修会が開催
されました。
　当日の会場出席者は90名、オンラインでの受講
は345名、他会からも３名の受講がありました。上
田大人業務研修部副部長の司会のもと、河﨑尊業務
研修部長からの開会の辞、研修趣旨説明で始まり、
松島稔会長からの挨拶をいただき、研修が始まりま
した。今回の講師は、元和歌山・横浜地方法務局長
で、現在は都城市代表監査委員をされている新井克
美様に「表示に関する登記の諸問題」をテーマにご
講演いただきました。
　講演内容は、①境界と筆界②境界の立会③境界紛
争の解決方法④耕地整理・土地区画整理⑤農地改革
による登記⑥地図整備⑦国土調査事業⑧地積測量図
⑨登記事務のコンピュータ処理の９項目のうち、主
に境界と筆界についてご説明していただきました。
土地家屋調査士は、土地家屋調査士法を遵守し、不
動産登記法の基、その法律知識や測量技術の向上、
表示に関する登記についての専門家であることを常

に心に置いて業務を行わなければなりません。筆界
確認では、特に注意が必要です。筆界が正しい位置
であるか、利害関係人が登記名義人であるか、判断
能力の有無等、確認することが多数あります。私た
ち土地家屋調査士には依頼者および利害関係人の財
産である不動産を明確にする義務があると思いま
す。今回は私たち土地家屋調査士に密接な境界と筆
界につき、原始筆界や所有権界の理解、さらには国
土調査による境界や、地震による境界変動まで３時
間30分という長時間にわたる講義でしたが、会場
出席者は熱心にメモを取り、聴き入っていました。
もちろん、オンラインで受講された会員にとっても大
変有意義な研修であり、勉強になったことと思いま
す。その他の項目についても時間いっぱい話しをして
くださり有意義な研修であったことと思います。
　最後に山脇優子副会長が講義の御礼と閉会の挨拶
をされ、第１回会員研修会は終了しました。
　講師の新井克美様、お忙しい中、長時間の講義あ
りがとうございました。また、会員のために企画、
準備等をしていただきました業務研修部の方に感謝
申し上げます。

（社会事業部理事・渡口 優）

講演テーマ
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　今年は近畿大学から２名の女子学生がインターン
シップに参加しました。次ページ以降に参加した学
生からと、学生を受け入れてくださった各先生から
の感想を記載させていただきますが、簡単に今年の
インターンシップについて、報告させていただきま
す。例年インターンシップは学生が夏休み中である
８月中旬から下旬にかけての２週間で実施しており
ます。今年も例年どおりのスケジュールで８月18
日（月）から29日（金）の２週間（期間中の土日
は休業のため実質は10日間）で実施いたしました。
　18日の初日は、午前中に本会で調査士の簡単な
説明とインターンシップ中の注意事項について、黒
田成宣委員長と当職が説明しました。例年本会で実
施している寄附講座を受講してインターンシップを
受ける学生が多いのですが、今年の学生は２人とも
なんと２年生で、寄附講座を受講せずに参加。逆に
よくこのインターンシップを探して選んでくれたの
がすごいと思いました。
　その後、受け入れ事務所の加藤充晴先生、雪本栄
先生、田中秀典社会事業部長、中山武彦産学委員、

そして松島稔会長に集まっていただき、開講式を行
いました。
　昼食後、学生が各受け入れ事務所へ移動し、２週
間のインターンシップが開始されました。週末の
22日（金）には、午後から法務局の見学会と中間
報告会を実施いたしました。あいにく法務局が繁忙
期であったため、局内に入っての見学はかないませ
んでしたが、黒田委員長と中山委員、そして石田貴
子産学委員と豪華な付き添いの下実施しております
ので、楽しい見学会および報告会になったと思いま
す。その後残りの１週間インターンシップを継続実
施し、最終日の29日に閉講式を行い、打ち上げの
懇親会で終了となりました。３年になる来年は、寄
附講座は受講することが可能（本寄附講座は３、４
年生が対象）なので、来年の寄附講座で再会できる
ことを楽しみにしています。最後になりますが、忙
しい時期に学生を快く受け入れてくださった加藤先
生、雪本先生、そして各先生の事務所のスタッフの
方に感謝申し上げます。

（産学交流学術研究委員会副委員長・玉置直矢）

今年は女子学生２名！今年は女子学生２名！
令和７年度　インターンシップ 
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令和７年度　インターンシップを受講して令和７年度　インターンシップを受講して
　　～学生の感想文と受け入れ事務所の声～～学生の感想文と受け入れ事務所の声～

　近畿大学が主催する今回のインターンシップで第
１に大阪土地家屋調査士会を志望した理由は、私の
調査士業務に対する純粋な興味という部分が大きい
のですが、まだ知識や経験が浅いからこそ、現場での
体験を通じて大学で学んでいる知識が実際の社会で
どのように役立っているのか、学問と仕事のつながり
を感じたいと思ったからです。しかし、実際に10日間
の実習期間を終えて、事前学習の内容や想像を大きく
上回るような良い経験をさせてもらったと考えていま
す。というのも、自身の配属先である株式会社西日本
エンジニアリングさんは、普段から土地の測量をはじ
めとした調査士業はもちろん、設計や建築など多様な
業務を手掛けているので、結果的に専門業務よりも開
発全般に関わる知識を多く学習させていただき、良い
意味で期待を裏切られる２週間に感じました。また、
期間中に何度か座学の時間を設けていただき、登記簿
や戸籍謄本、公図といった普段目にすることのない貴
重な１次資料を用いながら、土地や建物の歴史や権利
関係を知ることができ、今まで学んできた民法や不動
産登記の内容が実務と直結していることの実感を得
たときはうれしかったのを覚えています。
　そして、やはり特に印象に残ったのは、トータルス
テーションを用いた測量と境界杭の設置です。それぞ
れ別々の日時と場所での作業でしたが、現地の情報
と図面の情報が相互に反映できること、例えば図面上
の寸法を基に現地の印を再現するなど、これを可能に
するのは現地と図面を媒介する数値の正確性と、それ
を担保する測量機器の高い性能と土地家屋調査士の
方々の技術であることを肌で学ぶことができました。
さらに、杭入れの際の左官道具を使ってモルタルを扱
うような作業は、まさに教科書では学べないことであ
る上に、後にも先にもないような体験でした。 
　今回のインターンシップで得られた経験に深く感
謝し、今後の学びに生かしていきたいと思います。

　私の事務所でインターンシップ生を受け入れるの
は今回で確か４回目になると思います。そのうち３名
が女性で１名が男性だったと記憶してます。私がイン
ターンシップ生を受け入れる際には最初に必ず学生
の目的意識を確認するようにしております。就職活動
の一環として希望する業種・業界の経験を得るため
なのか、就職を希望する業界を選定するための情報
収集なのか、社会経験としてさまざまな経験を得たい
のか等、目的によって研修カリキュラムを組むためで
す。私が受け入れた今までのインターンシップ生は皆
３回生であったため、就職活動の一環として研修を受
けに来た学生ばかりでした。しかし今回受け入れた織
田さんは２回生の女性であり、どちらかというと社会
経験を目的とした学生でした。土地家屋調査士業界
へのインターンシップについては、「申し込んでから
土地家屋調査士とはどんな仕事かを調べた」とのこ
とでした。正直、「珍しい子やな」という第１印象でし
たが、話してみると普通に良い子だなという感じでし
た。
　さて、今回はどんな研修内容にしようか・・・これが
毎回インターンシップを受け入れるのに悩むことで
す。いろいろなカリキュラムを考えるのですが、研修期
間は２週間。その期間に受託している業務も運次第で
すし、期間が８月下旬と熱中症の危険性があるため、
丸１日外で測量作業や杭入れ作業を体験するのも危
険性が高い時期であり、業務と研修との両立がなかな
か悩ましいのです。今回は織田さんとも相談し、前半
は座学や建物表題登記の現地調査、役所調査などを
経験してもらい、後半に測量や杭入れなどの現場体験
をしてもらいました。土地家屋調査士が法律職と技術
職の双方を併せ持つ職業であることを伝えるととも
に、現場作業の大変さや境界紛争の現実などを伝えた
つもりです。今回の体験を通して土地家屋調査士を理
解し、将来の織田さんの人生に役立ててもらえる２週
間であってもらえればうれしく思います。

■教科書では学べないことを体験

近畿大学　織田 わか菜

■�土地家屋調査士は法律職と技術職を併せ持つ
職業

北摂支部　加藤 充晴
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　私は2025年８月18日から29日までの10日間で、
大阪土地家屋調査士会様のインターンシップへ参加
させていただきました。
　私が今回のインターンシップに参加して感じたこと
は、２年生のうちから参加して良かったということで
す。インターンシップの存在を知った当初は、土地家
屋調査士について全く知識がなく、基礎的なことから
学んでいくという形になってしまいましたが、実習先
の方々は嫌な顔せず優しく丁寧に業務内容について
教えてくださいました。また、仕事以外の生きる上での
大切なことなども教えてくださり、実習先の方々には
感謝しかないです。私は将来就きたい仕事の方向性す
らまだ明確には決まっておらず、そのような中でパソ
コンでの図面や委任状の作成などの室内作業や、実際
の立会の見学や建物の測量などの幅広い業務を経験
させていただき、とても有意義な時間になりました。ま
た、実習先の事務所の先生方だけでなく、他の土地家
屋調査士の先生や市役所、法務局の職員の皆さんにも
たくさんお話しを伺うことができ、すごく良い経験を
させていただきました。土地家屋調査士の方々は顧客
への思いやりのある方が多く、また、仕事への情熱の強
い方が多く、人と土地を守るすてきな仕事だなと思い
ました。今回のインターンシップで得ることができた
ことを生かし、来年・再来年のインターンシップや就職
活動に役立てたいと考えています。また、大学を卒業し
て実際に仕事を始めてからも、実習先の先生方から教
わったことを忘れないようにしたいと思います。
　今回のインターンシップの企画・運営に携わってく
ださった方々、貴重な経験をさせていただき、本当に
ありがとうございました。

　インターンシップの学生の受け入れは今回が初め
ての経験であり、開講式で近畿大学２回生の女子学
生の方と対面するときには、かなり緊張しましたが、
少人数であったこととリラックスした雰囲気でしたの
で、すぐに落ち着けてホッとしました。インターンシッ
プは、社会に出る前に仕事の場について見聞きしたり
経験できたりするキャリア形成支援プログラムであ
り、社会人としての働き方や自身の適性などを知るこ
とができるものです。インターンシップに参加した学
生たちの参加目的は、「業界・企業・職種理解を深める
ため」、「自己分析を深めるため」、「社会人とのコミュ
ニケーションに慣れるため」、「ビジネスに必要なスキ
ルを学ぶため」などさまざまです。
　最初は、寄附講座を受講された学生さんが来られる
と思っていたのですが、２回生は調査士会の授業が受
けられなかったとお聞きしたので、最初に不動産登記
と土地家屋調査士およびその業務の説明から始めまし
た。彼女は、大変真面目で熱心に話を聞いてくれました
ので、理解も早かったと思います。実務としては、地図
訂正のための法務局での土地台帳の調査、登記官との
地図訂正案件の相談、土木事務所との打ち合わせ、ＪＡ
の資産管理課および設計士との打ち合わせ、岸和田市
役所建設管理課および総務管財課の打ち合わせに同
席、申請事件の実調や里道水路の現地立会、訴訟に必
要な図面作成のための弁護士との現地立会、岸和田市
役所公園緑地課公共嘱託登記関係の現地説明の同行、
建物の現地調査のお手伝いや書類・図面作成等の内業
をお願いしました。丁寧な「言葉遣い」、「挨拶」、「身だし
なみ」、真摯に感じる「態度」等、とても好印象でした。
　土地家屋調査士業務のほんの少しの経験でしたが、２
年後の学生生活を終えて社会人になるときのお役に立て
れば、とてもうれしく思います。今回このような機会を頂
戴し、彼女をはじめ関係者の皆さまに感謝申し上げます。

■�人と土地を守るすてきな仕事

近畿大学　森田 さつき

■��社会人になるときの役に立っていただければ

泉州支部　雪本 栄

左：加藤充晴会員　右：織田わか菜さん

左：雪本栄会員　右：森田さつきさん
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～大地震で土地を失わないために今できること～ ～大地震で土地を失わないために今できること～ 
来るべき巨大地震に備える2025

大阪市立住まい情報センターとのタイアップ事業

　令和７年11月８日（土）午後１時30分から大阪
市北区の「大阪市立住まい情報センター」で、大阪
土地家屋調査士会災害・空家等対策委員会と大阪
市立住まい情報センターの共催で「令和７年度タ
イアップ＋Plus事業」が開催されました。テーマは
「来るべき巨大地震に備える ～大地震で土地を失
わないために今できること～」。会場参加18名、
オンライン参加12名でした。
　当日は多数の方々が熱心に聴講されており、セミ
ナー終了後に行われた個別相談会も事前予約もある
ほど、好評であり、終始盛況のうちに終了しまし
た。　講師は災害・空家等対策委員長の正井利明先
生です。長年にわたり大学での寄附講座や各種セミ
ナーなどでも幅広く活躍されており、セミナーも本
職？と思うほどの内容でした。
　冒頭では、「巨大地震は必ず来る」という力強い
言葉から講演が始まり、南海トラフ地震の発生確率
が今後30年以内に60～90％に達している現状を示
しつつ、阪神淡路大震災・東日本大震災・能登半島
地震など過去の被災例を交えて、現実的なリスクを
再認識する時間となりました。
　続いて、復旧・復興を妨げる二大要因として「所
有者不明土地」と「筆界不明土地」が挙げられまし
た。相続登記の未了や境界標の喪失が原因で、被災
地ではインフラ復旧や土地の買収が進まなかった事
例が多く紹介されました。これらの問題を防ぐため
に、「平時から境界を確定し、登記しておくことこ
そが最大の防災」と説明されていました。
　また、境界管理の三本柱として「物証（境界標の
設置と管理）」「書証（筆界確認書・地積測量図の作
成）」「登記（表示に関する登記による公示）」の三
要素を具体的な事例を交えながら説明されました。
　とりわけ印象的だったのは、「境界標を勝手に動か
すのは犯罪である」という指摘。境界標の破損や移動

は刑法で処罰の対象となること、また境界標を“見守
る”ことが日常的な管理として最も有効であるといっ
た、現場の実感を伴う具体的な助言が続きました。ま
た、筆界と所有権界の違いを丁寧に解説し、「筆界は
公法上のものであり、個人間の合意で動かすことはで
きない」という根本原理を再確認。参加者の多くがメ
モを取りながら熱心に聞き入っていました。
　

　さらに講演では、令和６年の能登半島地震や過去
の東日本大震災の事例をもとに、地殻変動や津波で
境界標が失われた地域での復旧困難さが紹介されま
した。登記簿や地図、測量図といった「書証」が電子
化・バックアップされていたことが、復旧の迅速化に
つながった点にも触れ、「備えあれば憂いなし」とい
う言葉でまとめられました。参加者の中には「自宅の
境界標を確認してみようと思う」「相続登記を早めに
進めたい」といった感想を述べる方も多く、日常の意
識改革につながる実践的なセミナーとなりました。
　セミナー後に実施された個別相談会では、境界確
定や相続登記、土地の分筆、測量費用の目安など、
身近な疑問を土地家屋調査士に直接相談できる機会
が設けられました。熱心なやり取りが続き、時間を
延長しての対応も見られました。参加者からは「具
体的な手続きの流れが理解できた」「長年気になっ
ていた土地問題を専門家に相談できて安心した」な
ど、満足度の高い声が寄せられました
　本事業は、市民に対して正しい知識と意識を広げ
る重要な取り組みです。近年、所有者不明土地や相
続未登記の問題は全国的な課題となっており、相続
登記が義務化されるなど、法制度も大きく変化して
います。こうした時代の流れの中で、境界の確定や
登記の重要性を伝える活動は、今後ますます求めら
れていくことが実感できました。

（災害・空家等対策委員・松本　悟）



14 第360号令和８年１月

近畿ブロック協議会　ソフトボール大会
前回の平成27年から10年ぶりに開催

　令和７年11月８日（土）　近畿ブロック協議会主
催のソフトボール大会が、平成27年以降10年ぶり
に和歌山市つつじが丘にある「つつじが丘総合公園
多目的球場」で開催されました。当日は天気・気温
にも恵まれ、ソフトボールを行うには絶好の開催日
和でした。
　試合は各会対戦２試合。順位決定は、①勝数の多
いチーム②勝数が同じ場合引分数の多いチーム③は
①②が同じ場合得失点率の高いチーム④が①②③が
全て同じ場合該当チームの代表者によるジャンケン
により決定しました。

　午前10時30分より第１試合開始。大阪会と兵庫
会のプレイボール！　大阪会は大量失点で残念なが
ら敗戦となりました。第２試合は奈良会と和歌山
会、第３試合は京都会と滋賀会、第４試合は大阪会
と和歌山会、第５試合は兵庫会と京都会、第６試合
は奈良会と滋賀会の順で試合が行われました。
　松島稔会長、吉田栄江財務部長も代打で参加さ
れ、大阪会はワイワイと楽しく試合をいたしまし
た。

大阪会結果は４位
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試合結果は
　　　　　　　　勝者　　　　　敗者
　　第１試合　 兵庫会　　　　大阪会
　　第２試合　 奈良会　　　　和歌山会
　　第３試合　 滋賀会　　　　京都会
　　第４試合　 大阪会　　　　和歌山会
　　第５試合　 兵庫会　　　　京都会
　　第６試合　 奈良会　　　　滋賀会
 
順　位　
　　１位　　奈良会
　　２位　　兵庫会
　　３位　　滋賀会
　　４位　　大阪会
　　５位　　京都会
　　６位　　和歌山会

参加メンバー
会　　長　松島　　稔　　総務部長　川口　良仁
財務部長　吉田　栄江　　理　　事　渡口　　優
大阪会顧問　金子　正俊　　中央支部　寺本謙二郎
中河内支部　山田　和雄　　中河内支部　三嶋　智治
堺  支  部　大山　龍一　　堺  支  部　金田　真一
泉州支部　堀川　経希　　泉州支部　藤田　嘉宣
泉州支部　向井　常能　　公嘱協会　舩原　大弘 　閉会式の後、加太淡島温泉「大阪屋ひいなの湯」

に場所を移動して近畿ブロック各会で懇親会が行わ
れ、順位にかかわらず楽しい１日を過ごせたことと
思います。
　おそらくですが、翌日、翌々日以降に筋肉痛になっ
ておられる会員の方が多いと思います。各会ともけ
がなどなく、大会を終了できたことが良かったと思
います。皆さま、ご参加いただき心より御礼申し上
げます。本当にありがとうございました。 

（社会事業部理事・渡口　優）

ヒットを放つ金子会員

ナイスピッチングの向井会員
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　大阪土地家屋調査士会支部長会議主催、大阪土地
家屋調査士協同組合後援の「第38回大阪土地家屋
調査士会親睦ゴルフ大会」が11月12日（水）に行
われました。朝晩はかなり肌寒くなってきたところ
でしたが、この日は晴天にも恵まれ、絶好のゴルフ
日和での開催となりました。
　大会幹事が前年優勝の堺支部ということで、今年
の会場は堺市南区にある「天野山カントリークラ
ブ」。雄大な自然に囲まれた関西一の規模を誇るゴ
ルフ場です。
　東西南北に各９ホールを要するゴルフ場ですが、

今大会は北と東を使用し
ました。 林に囲まれ、 自
然の地形を生かして変化
に富み、多彩な技術を要
する北コース。生駒・葛城・
金剛の名峰が見渡せ、戦
略性と景観面のバランス
を巧みに取り入れた風光
明媚な東コース。総勢88

名の参加者たちが、それぞれの意気込みで分かれて
スタートしました。趣に就きないプレーを皆が楽し
み、時には苦しんだと思います。
　18ホールを堪能した参加者たちが順次ホールア
ウトした後、懇親会が行われました。支部長会議か
らの挨拶などの後、表彰式となり、成績発表されて
いきました。ドラコン、ニヤピンに、ブービー、ブー
ビーメーカー、ベスグロの各賞から、飛賞、10位
以上の成績上位者が表彰され、豪華な賞品等が授与
されていき、大いに盛り上がりました。それ以外に
も、会長賞をはじめとした特別賞も用意され、多く
の参加者が賞品を持ち帰りました。
　今年の個人優勝は、大阪城支部の西田修尋会員で
した。その勢いのまま、注目の団体優勝も大阪城支
部となりました。おめでとうございます。来年はど
こで開催していただけるのでしょうか、よろしくお
願いします。
各支部長をはじめご協力いただきました関係者の皆
さま、ありがとうございました。来年も楽しみにし
ております。

（社会事業部副部長・奥田祐次）

第38回大阪土地家屋調査士会親睦ゴルフ大会
団体優勝は大阪城支部　　　個人優勝は西田修尋会員
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個人優勝（ダブルペリア）　　西田　修尋会員（大阪城支部）
ベスグロ　82（42・40）　　　佐藤　俊輔会員（中央支部）

団体戦（各支部成績上位3名のスコアによる）
優　勝　　大阪城支部　　　　
準優勝　　泉州支部　　
３　位　　北摂支部

優勝した大阪城支部の皆さん
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　令和７年10月26日（日）から27日（月）にかけ
まして、日本土地家屋調査士会連合会親睦ゴルフ大
会に参加してまいりました。
　開催は九州ブロック協議会も協力し、鹿児島会の
設えで行っていただきました。場所は鹿児島県の指
宿市で、前夜祭の会場は指宿白水館です。大阪会か
らは松島稔会長と中林邦友前会長（日調連監事）と
私森脇が参加です。
　私は、当日の朝11時に伊丹空港から出発し、お
昼過ぎには鹿児島空港に到着、さっと昼ご飯を空港
で済ませて、指宿駅行きのバスで約１時間45分ほ
どかけて指宿駅に到着し、新幹線で来ていた松島会
長と駅で合流し、お迎えのバスで会場のある白水館
に向かいました。着くとすぐに前夜祭の時間となり
ましたので、残念ながら砂風呂には入れませんでし
た。
　前夜祭のテーブルでは明日一緒にゴルフを回る方
が居られました。札幌会の嶋田智史会員と徳島会の

十川耕大会員です。
　十川会員は以前大阪会の堺支部に居られた方で、
私ももちろん存じ上げており、とても話しが盛り上
がりました。また同テーブルには、日調連の会報誌
で表紙を飾っていた、現役最高齢92歳の宮崎会木
村正博会員の補助者と木村会員も居られ、とても楽
しい時間を過ごしました。もちろん前夜祭自体もツ
マベニ太鼓のオープニングアクトに始まり、フラダ
ンスやパターゲームなども行っていただきました。
たくさんのご来賓の方々にも来ていただき、盛況の
まま前夜祭から２次会へ移動しました。ここでもた
くさんの方と名刺交換をさせていただき、各会の状
況を聞くことができて楽しいだけではなく、情報収
集もでき、有意義な２次会となりました。
　いよいよ次の日は、いぶすきゴルフクラブでの大
会です。大阪会からのゴルフ参加は私だけですの
で、大阪代表として恥ずかしくない成績を残すべく
いつもより値段の高いボールを使いましたが、内容

第38回日本土地家屋調査士会連合会
親睦ゴルフ鹿児島大会に参加して

左から２人目が森脇副会長
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は伏せさせていただきます。このいぶすきゴルフク
ラブ開聞コースは名門コースです。開聞岳をバック
にする雄大なコースで、すぐ近くに海もあり、本当
に絶景で素晴らしいコースでした。普段ではこのよ
うな場所でなかなかプレーできないので、存分に楽
しませていただきました。
　この親睦ゴルフ大会はゴルフをしない方にも観光
コースを設けていただいており、開催地の鹿児島会
の方々にはお礼を申し上げさせていただきます。来
年は千葉会が主となり開催していただけると聞いて
おります。次回も参加させていただけるなら上位入
賞を狙えるように頑張りたいと思います。

（副会長・森脇英明）

 https://r.goope.jp/osaka-seibu
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ディズニーキャラ総出演の水都くらわんか花火大会ディズニーキャラ総出演の水都くらわんか花火大会
北

北河内
支部

令和７年９月21日（日）令和７年９月21日（日）

　令和７年９月21日（日）、枚方市淀川河川敷で
「水都くらわんか花火大会」が開催されました。
　この花火大会はここ数年、規模が大きく有名に
なってきましたが、それ以前から北河内支部が協力
してきた当支部にとっても大事なイベントです。当
支部の支部長の辰巳誠二会員を中心に当社会事業部
ならびに厚生部が当イベントを担当し、北河内支部
として今回も協賛・協力させていただきました。協
賛団体として協賛金を出させていただくこと、なら
びに観覧シートやキッチンカーの設置のために北
河内支部・元北河内支部有志計16名がトータルス
テーションを使用してのポイント出しを行い、図面
を作成することにより、観覧座席としては最高の
SS席（６人掛け・テーブル付き）で花火を見るこ
とができます。また、今回は花火に加えディズニー
のドローンショーが行われるということでさらに注
目度が上がりました。去年までは花火の打ち上げが
30分ほどでしたが、今年はそれに加え、花火打ち
上げ前にディズニーのドローンショーが30分ほど
行われ、いつも以上の満足度があったのではないで
しょうか。実際、当職も花火は毎年観覧しておりま
すが、ドローンショーは初めてでしたので、どんな
感じで、しかもどのくらいの時間されるのか分から
ず非常に興味がわきました。

　始まってみ
るとこちらの
想定をはるか
に超えた美し
さ と 時 間 の
長 さ、ディズ
ニーキャラ総
出演の豪華な
もので、当 職
の周りの歓声
もひときわ大
きなものでし
た。準備の段

階でのポイン
ト出しの測量
の際、詳 細は
避けますが大
きなアクシデ
ントに見舞わ
れ、また、雨に
も降られまし
たが 、その有
志 測 量 部 隊
の苦労が報われた瞬間でありました。来場者数も毎
年増え続け、本年は全体でおよそ30万人の人出と
なり、当支部関係者も250名の参加をいただきまし
た。また、大阪会の全支部長さまを御招待し、支部
長同士の懇親にも一役立てたと自負しております。
北河内支部の名物イベントですので来年以降も協賛
し、さらに良いものになるよう協力していきたいと
思っております。
　最後に、参加していただいた皆さま、協力してい
ただいた皆さま、遠いところを御参加いただいた支
部長さまとそのご家族さま、ありがとうございまし
た。

（社会事業部担当副支部長・阪本征仁）
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第37回北区民カーニバル出展報告第37回北区民カーニバル出展報告
北

北支部
令和７年10年19日（日）令和７年10年19日（日）

　令和７年10月19日（日）、大阪市北区の扇町公園
で開催された「第37回 北区民カーニバル」に、大阪
土地家屋調査士会北支部としてブース出展を行いま
した。
　当日は朝方こそ雨と曇り空に見舞われましたが、
次第に天候も回復し、会場は多くの来場者でにぎわ
いました。北支部ブースにも幅広い世代の方々が立
ち寄ってくださり、土地家屋調査士制度の周知・啓
発を目的とした広報活動を行うことができました。

　今回の出展では、
昨年に引き続き大阪
土地家屋調査士会の
リ ー フ レ ッ ト に 加
え、法務局よりご提
供いただいた「相続
登記の義務化」およ
び 「 遺 言 書 保 管 制

度」に関するチラシを配布し、合計1,500枚を一般
来場者の皆さまにお渡しすることができました。制
度の意義や市民生活との関わりについて、分かりや
すく伝える機会となり、地域の方々からは「土地家
屋調査士って初めて知った」「相談できて安心し
た」といった声も寄せられました。ブースでは、土
地家屋調査士の業務を身近に感じていただけるよ
う、測量機器や境界標の展示を行い、実物を通じて
制度の理解を深めていただきました。また、登記や
境界に関する無料相談会も実施し、来場者からの具
体的なご質問に丁寧に対応いたしました。

　さらに、子ども向
けの「わなげゲーム」
コーナーでは、お菓
子の景品を用意し、
親 子 連 れ の 方 々に
も楽しんでいただき
ました。協同組合に
よる境界標ガチャガ
チャも設 置し、遊び
ながら制度に触れていただける工夫を凝らしました。
　当日は本会より松島稔会長、田中秀典社会事業部

長にご来場いただき、温か
いご声援を賜りました。さ
らに、泉州支部より堀川経
希支部長、中河内支部より
山田和雄支部長にもお越し
いただき、激励のお言葉を
頂戴いたしました。加え
て、北河内支部の長岡康幸
会員にはブース運営のお手

伝いをいただき、心より感謝申し上げます。
　ピンクの支部Ｔシャ
ツを着用した会員が笑
顔で対応する姿は、地
域の皆さまに親しみを
持っていただくきっか
けとなり、制度の広報
活動においても大きな
効果があったと感じて
おります。
　今後も北支部では、地域に根差した広報活動を継
続し、土地家屋調査士制度の理解促進に努めてまい
ります。ご協力いただいた皆さまに改めて御礼申し
上げるとともに、引き続きのご支援をお願い申し上
げます。

（社会事業部担当副支部長・塚田徹）

北支部ブースは大行列

会長を囲んで

無料相談ブース

わなげゲーム

大人気の協同組合ガチャガチャ
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第37回中央区民まつりへ参加第37回中央区民まつりへ参加
北

大阪城
支部

令和７年10月19日（日）令和７年10月19日（日）

　令和７年10月19日（日）午前10時30分から午
後３時まで大阪市中央区の「史跡　難波宮跡」で第
37回中央区民まつりが開催されました。本年も大
阪城支部の広報活動としてブースを出しましたの
で、その様子をご報告いたします。今年は例年より
も出展数が多く、新たにフードコートができていた
り、ステージでは紅白出場の歌手が出演するという
こともあり、例年以上の来場者でかなりにぎやかな
区民まつりとなりました。　
　さて、今年の当支部のブースの内容ですが、まず
最初に金属製の境界プレートを使った神経衰弱ゲー
ムで境界プレートをひっくり返して同じマークをそ
ろえるという、例年どおり（３年連続）の簡単な
ゲームです。そしてゲームが成功すれば専用コイン
でガチャを回して出てきたカプセルによってグッズ
をプレゼントするという内容です。グッズはマグ
ネット定規、境界標を模した携帯クリーナー、大阪
会キャラクターのトーキくんのキーホルダーなどで
す。土地家屋調査士の業務内容に「境界」や、若干
アピールが弱いですが「計測」「調査」といったイ
メージを持っていただければ良いかなという思いで
す。調査士のアピール不足の点は次回の課題として
おります。ガチャの後は毎年恒例のお菓子のコー
ナーとなりますが、今年は大きめの計量スプーンで
お菓子をすくって取ってもらうというコーナーにし
ました。お年寄りから子どもまで、いかにたくさん
すくうことができるかというゲーム感覚で大変盛り
上がったものとなりました。
　昨年は「あたり」と「はずれ」の差を作り、お菓
子がもらえずがっかりしてしまう人が出てしまいま
したが、今年は全員に満足してもらおうと、お菓子

が少ししかすくえなかった人にも、追加してプレゼ
ントすることにしました。神経衰弱ゲームも必ず成
功するようにし、土地家屋調査士の優しさに少しは
好感度は上がったのでないかと思います（笑）。た
だ、お菓子をたくさんお渡ししたために、途中でな
くなってしまい、一度休止状態となってしまいまし
た。お菓子の準備不足については反省です。
　今年も行列は途切れることがなく、朝の開始前
から列を作って、最後は500個以上あったグッズも
なくなり、お菓子の
コーナーだけのブー
スとなりましたが、
皆さんに喜んでいた
だけたと思います。
　ブースは大盛況の
うちにまつりの終了
１時間前には閉めることになりました。準備した500
人分の法務局のチラシ、調査士会のリーフレット、カー
ドルーペやボールペンも全て配付することができまし
た。行列の整理やチラシ等の配布、ゲームの進行やそ
れに伴う裏での準備作業に追われたブーススタッフ
の支部執行部や会員の皆さまには、600人近い人数を
円滑にこなすことに大変ご苦労があったと思います。
特に人手不足ということもあり、スタッフの会員のご
家族の方にもご好意に甘えてお手伝いしていただき、
大変感謝申し上げます。ありがとうございました。
　最後になりましたが、休日にもかかわらず当ブー
スに足を運んでいただいた、松島稔会長をはじめ、
たくさんの会員およびご家族の皆さまには、応援、
ご協力をいただき感謝申し上げます。

（社会事業部担当副支部長・柳澤尚史）
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堺まつりに出展しました!!堺まつりに出展しました!!
北

堺支部
令和７年10月19日（日）令和７年10月19日（日）

　令和７年10月19日（日）、堺まつりが開催さ
れ、今年も堺支部広報活動として、堺山之口商店街
主催なんばん市へ出展をしてまいりました。
　今年は泉州支部有志、逵光隆会員、黒田成宣会員
を中心としたメンバーをスペシャルゲストとしてお
迎えし、パワーアップした状態での出展となりまし
た。朝から弱い雨が継続的に降り、心配しました
が、雨の中の準備は大変だろうと、執行部員の一人
がテントを持って駆け付けてくれ、また、休日にも
かかわらず、忙しい合間を縫って、本会から松島稔
会長をはじめ、川口良仁総務部長、河﨑尊業務研修
部長、田中秀典社会事業部長、その他にもたくさん
の方々が応援やお手伝いに駆け付けてくださったお
かげで、開催前には雨も止み、滞りなく、広報活動
をすることができました。改めてお礼をお伝えさせ
ていただきます。ありがとうございました。
　堺支部広報活動の内容は、前回同様協同組合さん
からお借りした境界プレート標のサンプル板を展
示。そして「コイン落としゲーム」ならぬ「境界プ
レート標落としゲーム」です。水を張った水槽の上
から、下に沈めた的を目掛け、コインではなく、わ
れわれが実際に仕事で使用する３センチ四方１ｍｍ厚
の金属プレート標を落とし、見事的に入ったらうま
い棒のつかみ取り…ではなく、今年はうまい棒３本
がもらえるというものです。また、その他の広報活
動として、「プチ測量体験コーナー」を設け、商店
街アーケードの柱に「こんなところも見えます！」
と書かれたキャラクター入りポスターとミラーシー

ルを貼って、実際に
トータルステーショ
ンをのぞきながら、
簡単な操作をしても
らい、距離当てクイ
ズをしました。その
他、場所の関係で短
時間ではありました
が、われわれ堺支部が広報活動として旧堺灯台や鉄
砲梶屋敷を３Ｄ測量し、堺市役所に寄贈したデータ
をプロジェクターを使って映しました。また、北河
内支部からとちねこの着ぐるみをお借りし、子ども
たちを集客するため、広報部員が汗だくになってパ
フォーマンスを披露しました。秋を感じられる季節
になったとはいうものの、着ぐるみの中はかなり暑
く、かぶり物を脱いだ後の部員の姿は、シャワーを
浴びた後のように全身ずぶ濡れでした。
　泉州支部有志の皆さんが考えてくださった活動内
容は、大きな紙に「土地家屋調査士」の文字を、漢
字やカタカナ、ローマ字などで書いていただき、ま
ずは「とちかおくちょうさし」という言葉を知って
もらい、次に子どもたちが大好きなガチャガチャを
回して「土地家屋調査士」とプリントされた当たり
のマグネットをゲットできると綿菓子がもらえる！
というものでした。これが予想どおりの大ヒット
で、ブース前には長蛇の列ができました。おかげで
「待っている間に器械をのぞいてみませんか～？」
と声を掛けることができ、いつもよりたくさんの人
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にプチ測量体験をしていただくことができ、一石二
鳥で「土地家屋調査士」を知っていただく機会とな
りました。綿菓子といっても用意していただいた原
料のザラメは、コーラ味やラムネ味、色は４種類も
あり、「土地家屋調査士」がプリントされた透明の
容器に入れられたレインボーの綿菓子は、子どもに
も大人にも大人気でした。聞くところによると綿菓
子は湿気に弱く、きれいな形を維持するためには作
り方にも技術が必要だそうで、仕事が終わった後、
合計７回にもわたって綿菓子作成の練習や、湿気に
強いケース選びを検討するなど、苦心してくださっ
たそうです。泉州支部有志の皆さんの、単に綿菓子
を配布するのではなく、まず実際に「土地家屋調査
士」の文字を書いてもらい、子どもたちが好きなガ
チャガチャを体験することで、より鮮明に「土地家
屋調査士」を記憶してもらうという発想や、目的達
成のために惜しまず努力される行動力や精神力は、
同じ広報活動をする立場として大変刺激になり、勉
強させていただきました。少しマンネリ化しつつ
あった堺まつりに、旋風を巻き起こしていただいた
ように思います。訪れてくれたお客さんの中には、
「毎年土地家屋調査士のブースで、うまい棒のつか
み取りするの楽しみにしていたのに、今年はしてな
いの？」と声を掛けていただき、つかみ取りから３
本へと、少々景品が寂しくなったものの、堺まつり
に定着するブースとして「土地家屋調査士」を認識
いただいていることに喜びを感じました。また、中
には、「ちょっと教えてほしいんやけど」と土地や
建物について相談をしてくださる一般の方も何名か

いらっしゃり、疑問解決の糸口となるよう、丁寧に
質問にお答えさせていただいて、最後には用意して
いた土地家屋調査士紹介センターのリーフレットを
お渡し、「いろいろ教えてくれてありがとう！」の
言葉を掛けていただきました。
　おかげさまで今年も大好評で、ゲームや測量体験
を通し、たくさんの一般の皆さんと触れ合いなが
ら、私たち土地家屋調査士の仕事に興味を持ってい
ただき、手応えの実感できる有意義な広報活動を行
うことができたと思っています。準備していたリー
フレット1,000部、そして法務局から依頼された配
布物も全て配布することができました！
　また、泉州支部有志の皆さまをスペシャルゲスト
にお迎えすることで、偏りがちな発想から、こんな
やり方で広報活動ができるんだということや、成功
へ向けての惜しまぬ努力や事前準備の大切さなど、
たくさんのことを教えていただく機会になったと
思っています。
　今後も支部の垣根を越え、土地家屋調査士という
同じ資格者同志、少しでもたくさんの方々に私たち
の仕事を知っていただけるよう、さまざまなアイデ
アを出しながら広報活動に取り組んでいきたいと思
いました。
　最後にもう一度、堺まつりに関し、たくさんの
方々のご協力をいただき、大盛況のもと出展を終え
ることができましたこと、心からお礼を申し上げま
す。ありがとうございました。

（社会事業部担当副支部長・杉田育香） 
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令和７年度吹田市地域防災総合訓練ブース展示参加令和７年度吹田市地域防災総合訓練ブース展示参加
北

北摂支部
令和７年10月25日（土）令和７年10月25日（土）

　令和７年10月25日（土）吹田市地域防災訓練が
吹田市千里北公園で行われました。北摂支部では毎
年、同防災訓練にブース展示という形で参加してい
ます。例年９月１週目の休日に開催していました
が、近年の酷暑により今回は時期を見直されての開
催となりました。
　同防災訓練は、地震等による大規模災害を想定し
た実践的な訓練を同市と関係機関が協力して、消
防、自衛隊、警察などの「はたらく車」による訓
練、地域の自治体や応援協定機関がライフラインの
復旧や消火、救出、救助など、日頃の訓練の成果を
メイン会場で披露し、展示ブース会場では２０以上
の団体によるブース展示、スタンプラリー、その他
の会場では体感型防災アトラクション（事前予約必
要）、陸上自衛隊のカレーの炊出し（数量限定無料
提供）等が行われます。

　当日は、秋
空の下、多数
の市民の方が
来場されてま
したが、当北
摂支部も展示
ブースで簡単
な測量体験や

地籍調査、14条地図の重要性、災害復興時におけ
る土地家屋調査士の役割などをパネルでPRさせて
いただきました。途中、吹田市の後藤圭二市長も
何度か激励に来られ、測量やトランシットについ

て熱心に聞き
込まれている
のが印象に残
りました。測
量体験される
方は、お子さ
ま連れのご家
族がほとんど
でしたが、中には学生時代に測量について学習され
た方で、実際にトランシットに触れることができた
と喜ばれる方が何名かおられました（この方々に
は、土地家屋調査士を最大限PRさせていただきま
した）。ブース展示終了の午後３時前には、大阪土
地家屋調査士会のリーフレット300枚とノベルティ
グッズ1,000個全てお配りすることができました。
多数の参加者が来られる同防災訓練のブース展示
は、土地家屋調査士をPRできる貴重な機会ですの
で、今後も継続して参加していくことが重要だと思
いました。
　最後に、同防災訓練は、市民が訓練に参加し、災
害を「自分ごと」として捉えることで、防災意識を
高めることを目的としており、身を守る訓練や避難
広報訓練など、市民が実際に体験できるプログラム
も用意され、防災について考えるきっかけを提供し
ています。毎年同時期に開催されている同防災訓練
は、吹田市民だけでなく、誰でも参加、見学可能で
すので、興味のある方はぜひご来場ください。

（公共事業部担当副支部長・北川政次）
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１　はじめに
　�　30〜40年前、筆者が幼少期を過ごした地域で

は、外国人と接する機会は現在ほどなかったよう
に記憶しています。しかし、今日では、街中や公
共の場で外国籍の方々を目にすることは珍しくな
くなり、地域社会においてもその存在がより身近
に感じられるようになっています。統計をみても
日本に在留する外国人数は増加傾向にあり、令和
６年末現在で約377万人と過去最高となっていま
す。社会における国際化の進展もあいまって、土
地家屋調査士の業務においても、今後（又は今ま
さに）測量・登記申請の依頼者や境界確認の立合
いにおける隣地所有者が外国人であったり、事務
所に外国人の従業員を雇用したりするなど、外国
人との関わりがより日常的なものとなってくるの
ではないでしょうか。

　�　こうした中、言語、宗教、習慣等の違いから、
外国人をめぐって様々な人権問題が発生していま
す。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差
別的言動であるヘイトスピーチが社会的関心を集
めたことから、平成28年６月３日に「本邦外出
身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取
組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」
が施行されましたが、今もなお、個人や企業等に
より差別的言動がなされる事案が報道されていま
す。

　�　本稿では、「外国人と人権」をテーマに、実際
に外国人に対してどのような人権侵害事案が発生
しているのか、また人権侵害事案に対する法務省
の人権擁護機関の対応例を紹介します。

２　外国人の人権に関する世論調査
　�　令和４年８月に内閣府が行った人権擁護に関す

る世論調査では、「あなたが日本に居住している
外国人に関し、体験したことや、身の回りで見聞

きしたことで、人権問題だと思ったことはどのよ
うなことですか？（複数回答可）」という問いに
対して、「風習や習慣の違いが受け入れられない
こと（27.8％」、「就職・職場で不利な扱いを受
けること（22.1％）」、「差別的な言葉を言われる
こと（19.5％）」、「職場、学校などで嫌がらせや
いじめを受けること（19.1％）」などの回答があ
り、外国人に対する人権問題は依然として根強く
存在していることがうかがえます。

３　外国人に係る人権侵害事案と対応例
　�　では、実際に外国人に対してどのような人権侵害

事案が発生しているのか、また、その人権侵害事
案に対する法務省の人権擁護機関の対応例を紹介
します。

　⑴　外国人に対する理容サービス拒否事案
　　�　理容店で理容サービスの提供を受けようとし

たところ、外国人であることを理由に理容サー
ビスの提供を拒否されたというものです。

　　�　調査の結果、理容店の店長は、外国人との意
思疎通が十分図れないことを理由に、外国人に
対しては一律に理容サービスの提供を拒否する
との方針の下、申告者に対しても理容サービス
の提供を拒否したことが認められました。

　　�　そこで、店長に対し、理容サービス提供の在
り方について改善に努めるよう説示しました。

（措置：「説示」）

　⑵　外国人に対する差別的発言
　　�　日本語を十分に話せず、外国語を使っている

外国人が、同じ団地に住む隣人から当該外国語
が分からないとして侮辱されたり、祖国に帰る
よう申し向ける趣旨の発言を繰り返されている
として、当該外国人から法務局に相談がされた

vol.３　外国人と人権編
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事案です。
　　�　法務局で調査した結果、隣人の発言は、当該

外国人が日本語を十分に話せず、外国語を使っ
ていることなどを理由に一方的に申し向けられ
たものであり、同人の人格権を侵害するもので
あると認められました。

　　�　そこで、法務局は、隣人に対し、今後、基本
的人権尊重の理念について正しい理解を深め、
同様の行為を行うことのないよう説示しまし
た。（措置：「説示」）

　⑶　インターネット上の名誉感情侵害
　　�　被害者から、電子掲示板上で、在日外国人で

あると指摘されるとともに、在日外国人という
属性を理由として蔑称などを用いて侮辱する投
稿が複数なされたとして、相談があった事案で
す。

　　�　法務局が調査した結果、被害者を虫に例えた
り、同人の存在を否定したりするなどの被害者
を侮辱する投稿が複数回にわたってなされてい
たことから、当該投稿は、被害者の名誉感情を
侵害するものであると認められました。

　　�　法務局から、サイト管理者に対し、当該投稿
の削除要請を行ったところ、当該投稿が削除さ
れるに至りました。（措置：「要請」）

４　おわりに
　�　先ほど紹介した例は、土地家屋調査士業務とは

別の場面のものでした。しかし、同じような人権

侵害が自分の身近で発生するとすればどのような
場面か、内容か、と想像し、そうならないように
留意することが大切です。

　�　今後も土地家屋調査士の業務の場で、外国人と
接する機会はますます多くなると予想されます。
国籍、民族、言葉、文化、生活習慣等の異なる人々
が共に安全に安心して暮らし、支え合う共生社会
をつくるためには、まず、外国人に対する偏見や
差別をなくし、多様性を認め、外国人の文化や生
活習慣等を理解・尊重するとともに、お互いの人
権に配慮した行動をとることが必要です。

　�　人権擁護委員は、人権相談・人権教室を始めと
した地域での人権擁護活動を行っています。人権
擁護活動の基礎となる人権課題に関する知識や相
談対応の技法を養うため、各種の研修・講習も受
講していただいています。人権擁護委員としての
活動にご関心をお持ちの方は、大阪法務局人権擁
護部第一課（担当：奧野）までお問い合わせくだ
さい。

　�　人権擁護委員制度の詳細については後掲の二次
元コードの法務省ホームページでも案内していま
す。

【参考資料】
法務省：人権擁護委員制度度
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第41回定時社員総会を開催

　令和７年９月19日（金）、大阪市北区の「ホテル
グランヴィア大阪」で第41回定時社員総会を開催
いたしました。
　当日は多くの社員の皆さまにご出席いただき、慎
重かつ円滑な審議のもと、上程された全ての議案が
原案どおり可決・承認され、役員の改選も行われ、
新たな体制でのスタートを切ることとなりました。
　またご来賓として、一般社団法人大阪公共嘱託登
記司法書士協会代表理事 北田五十一様、大阪土地
家屋調査士会副会長 山脇優子様、大阪土地家屋調
査士協同組合理事長 辰巳好数様、大阪土地家屋調
査士政治連盟副会長 向井彰一様のご臨席を賜りま
した。総会終了後は、同ホテルで懇親会を開宴いた
しました。
　懇親会には、定時社員総会にご臨席いただいたご
来賓の皆さまに加え、顧問弁護士 板野充倫様、公
認会計士 勝山武彦様にもご臨席を賜り、盛会のう
ちに終了いたしました。ご参加の皆さまが親睦を深
め、和やかな雰囲気の中で有意義な時間を過ごすこ
とができ、大いに盛り上がりました。
　本総会を契機に当協会はより一層の信頼と責任を
持って業務に取り組み、協会の発展に努めてまいり
ますので、今後とも変わらぬご支援とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

狭あい道路解消シンポジウムに
参加・宮城協会を視察

　令和７年10月17日（金）に宮城県仙台市楽楽楽
ホールで日本土地家屋調査士会連合会主催の狭あい
道路解消シンポジウムが開催され、当協会の担当役
員７名が出席しました。学識者や官公署担当者、国
土交通副大臣経験者等のご講演をいただき、狭あい
道路の解消に向けた施策および土地家屋調査士のこ
れからの役割について理解を深める機会とすること
ができました。
　翌18日（土）には公益社団法人宮城県公共嘱託
登記土地家屋調査士協会を訪問し、震災と土地家屋
調査士業務について視察いたしました。宮城協会で
は理事長鈴木洋一様をはじめ６名の社員の皆さまが
迎えてくださり、宮城県土地家屋調査士会会長高
橋一秀様による『震災と土地家屋調査士業務につい

て』というテーマでの研修
を受講させていただきま
した。
　東日本大震災の被害状
況、建物滅失登記業務、地
殻変動における基準点の
移動、地図の事例紹介、震
災の影響による移動量・パ
ラメータ変換の有効性、震
災前後の実測比較、造成

公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会だより
One For All,All For One（一人はみんなのために　みんなは一人のために） 

新役員および理事
　理事長　　舩原　大弘　　副理事長　流王　英樹
　副理事長　太田　保樹　　常任理事　安倍　徹夫
　常任理事　西谷　俊治　　常任理事　窪田　将人
　常任理事　阪本　征仁　　理　事　　竹内　秀治
　理　事　　長谷川裕紀　　理　事　　三谷　善樹
　理　事　　藤澤　　勤　　理　事　　津本　浩昭
　理　事　　中川　信之　　理　事　　森山　泰久
　理　事　　山﨑　昭典　　理　事　　沼間　公朗
　理　事　　神谷　文彦　
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　公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋　調
査士協会では随時社員を募集しています。
　官公署などからの委託に土地家屋調査士のス
キルを発揮して取り組むやりがいのある業務で
すので、ぜひ入会をお待ちしています。

地における地図成果の活用例についてお話しいただ
き、離れた大阪では知り得なかった震災においての
苦労や業務について理解を深めるとともに、今後起
こるであろう東南海地震に向けて当協会も準備を
怠ってはいけないと考えさせられ、充実した内容は
もとより大変感慨深い視察会となりました。
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大阪土地家屋調査士協同組合だより

　令和７年11月１日（土）、令和７年度の厚生事業
としまして、大阪土地家屋調査士会後援のバーベー
キューイベントを開催しました。
　今回も大阪市「The Day Osaka」ザ デイ おおさ
か（旧ロッジ舞洲）で行いました。開放感あふれる
ロケーションに、豊かな緑に包まれた環境で癒され
ながら存分に食事を味わいました。大人、子ども含
め合計119名の方にご参加いただきました。
　前日の嵐から一転、当日は気持ちのいい秋晴れで
多少風が吹いたものの、バーベーキューには支障は
出ませんでした。
　また、子どもたちが小川で水遊びを楽しんだり、
広々とした芝生を走り回っていました。
　正午ごろ、参加者全員がそろい、辰巳好数理事長
の挨拶、ご来賓の大阪土地家屋調査士会山脇優子副
会長の挨拶、岡田真一支部長会議議長の乾杯でバー
ベーキューが始まり、一体感を感じるイベントとな
りました。

大阪土地家屋調査士会 後援のレクリエーションを開催しました

　屋外のバーベーキューフィールドでの食事は、空
気も良く、ご家族のグループ、支部会員のグループ
とも、用意した食材や持ち込まれた食材を存分に堪
能されていました。お腹が満たされたころ、厚生事
業部の塚田徹部長の司会でガラポン抽選会が行わ
れ、当選景品に皆が一喜一憂され、終始にぎやかな
雰囲気でさらに交流の輪が広がりました。
　用意させていただいた食材や飲み物もほぼ完食と
なり、ケガや事故もなく無事終わることができまし
た。
　後援いただきました大阪土地家屋調査士会をはじ
め、ご参加いただきました組合員・会員・ご家族・
従業員の皆さま、誠にありがとうございました。

　これからのレクリエーションも皆さまに気軽に参
加し、楽しんでいただけるイベントを企画したいと
思いますので、よろしくお願い申し上げます。
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　先般の第27回参議院議員通常選挙大阪選挙区（４
議席）では、維新の会２議席、参政党、公明党各１
議席当選で、自民党候補が落選となりました。千葉
県選挙区ですが土地家屋調査士出身の豊田俊郎議
員（自民党）の落選も残念でした。全体としても124
議席改選で政権与党自民・公明で47議席止まりの
選挙結果を受け、自民党の石破茂総裁が辞任、10
月４日、自民党総裁選挙で高市早苗新総裁が選出さ
れ、公明党が政権離脱、日本維新の会との連立政権
により憲政史上初の女性総理が誕生となったのはご
存じのとおりです。
　土地家屋調査士政治連盟は、政局がらみで左右さ
れるものではなく、あくまでも土地家屋調査士の制
度を守るために活動するものです。議員連盟のある
政党（自由民主党、公明党、立憲民主党）との意見交
換、政策要望懇談会等を続けてまいります。
　さて、８月以降の主な活動報告です。８月26日

（火）JAM西日本会館６階ホールでの立憲民主党政
策・制度意見交換会に出席してきました。出席者は、
大阪土地家屋調査士会から松島稔会長、森脇英明副
会長、政治連盟から中林邦友会長、彦坂浩子副会長、
松尾賢幹事長、加藤幸男名誉会長、当職です。森脇
副会長が「不動産登記法の登記制度」について説明、
当職が「狭あい道路の解消」について要望を行って
います。

大阪土地家屋調査士政治連盟だより

　議員連盟はありませんが、９月25日（木）、大阪  
維新の会本部5階で大阪維新の会政策懇談会に出席
してきました。出席者は調査士会から森脇副会長、
政治連盟から玉置広和副会長、彦坂副会長です。森
脇副会長が「不動産登記法の登記制度」について説
明しています。

（広報担当副会長・向井彰一）



32 第360号令和８年１月

大阪青年土地家屋調査士会だより

〈EPISODE１〉
　去る、９月６日（土）、全国の青年土地家屋調査士
会の猛者が集う「全国大会」が、今年は札幌で開催
されました。
　少し勉強会（講習会）を開いて、その後懇親会を行
うというもので決して堅苦しくない、和気あいあい
とした会です。何せ全国から集まりますから、クセ
が強～い方もいっぱいいらっしゃいました。（大阪
にもクセスゴな某Ｓ村さんがいらっしゃいますが
…）　大阪からは10人ほど参加いたしました。
今年は腕相撲大会がメインイベントとして開かれま
したが、最初は「ふ～ん」という感じしかしなかっ
たのですが、いざ始まってみると異様な盛り上がり
…勝負がつくごとに大歓声が湧き上がって大盛り上
がりを見せました。
　大阪は残念ながら途中敗退でしたが、それでも出
場した（若手）選手（某Ｓ村さんも含む）は精いっぱい
頑張ってくれました。
　懇親会終了後は、おのおのススキノの街へ消えて
いった…んでしょうね。
　来年は、「岡山」で開催されることが決まりまし
た。大阪から近いので、来年興味ある方はぜひとも
参加してください。

〈EPISODE２〉
　先日、10月10日（金）に13回目の定時総会を開催
いたしました。
　代表幹事として、前期に引き続き京谷智弘代表（堺
支部）が選任され、今期も熱く引っ張っていただけ
ることと思います。
　懇親会には、来賓として松島稔大阪土地家屋調査
士会会長をはじめ、大阪青年司法書士会・近畿青年
税理士連盟大阪支部・大阪行政書士青年会・兵庫青
年土地家屋調査士会の方をお招きし、わいわい飲み
ながら、今後の勉強会や懇親についていろいろお話
ができました。
　大阪青調会でも、今後の業務に生かせるような新
技術の講習会やその他の勉強会などもどんどん行う
予定で、遊びだけじゃないぜ～というところを出し
ていきたいと考えております。
　青調会は、人脈づくりにも非常に有効な場所とな
り得ますし、普段の現場作業で人手が欲しいときに
は気軽に声を掛けていただける場にもなろうかと思
います。私も、前回の勉強会で班が同じになった若
手の方と仲良くなり、その後、現場作業を手伝って
いただいております。ぜひ、こういう会を活用して
いただきますよう、皆さまのご参加お待ちしており
ます。

（中央支部　冨岡　隆）

≪大阪青年土地家屋調査士会活動報告≫

われわれは新入会員を随時募集しております。
入会金・年会費は無料、誰でもOK

入会ご希望の方は、澪標ネットの澪内メールで、
大阪青年土地家屋調査士会の京谷智弘まで、
入会希望の旨のメッセージを送ってください。 

新入会員募集
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会　員　異　動　（R７・12・１ 現在）

入　会　者（ 13 名）

氏　　名 登録番号 支　部 入　　　会
年　月　日 事務所所在地・電話・FAX番号

森　田　幸　一 3509 大阪城 7.9.22
〒536-0023　大阪市城東区東中浜3-15-10
　　　☎06－6962－5801　

勝　見　吉　昭 3510 中央 7.10.1
〒559-0001　大阪市住之江区粉浜3丁目4番24-1402号
　　　☎090－3485－8240

中　村　真　紀 3511 北 7.10.1

〒550-0005　大阪市西区西本町一丁目4番1号
　　　　　　　　オリックス本町ビル10階
　　　　　　　　　JFD土地家屋調査士法人
　　　☎06－6535－7575　 06－6535－7576

三　田　　　武 3512 北 7.10.1

〒530-0001　大阪市北区梅田1丁目11番4－800号
　　　　　　　　大阪駅前第４ビル８階
　　　　　　　　　土地家屋調査士法人キャスト
　　　☎06－4797－0903　 06－4797－0901

弓　倉　多江子 3513 大阪城 7.10.1
〒541-0053　大阪市中央区本町1丁目7番1号
　　　　　　　　三星本町ビル4Ｆ
　　　☎06－6266－3766

髙　槗　計　二 3514 北 7.10.1
〒531-0071　大阪市北区中津2丁目8番C-301号　
　　　☎090－1198－7645

木　村　洋　輔 3515 大阪城 7.10.1
〒541-0056　大阪市中央区久太郎町二丁目5番31号
　　　　　　　　関電不動産船場ビル5階
　　　☎06－6630－8350　 06－6630－8351

戸　田　尊　文 3516 中河内 7.10.20
〒579-8036　東大阪市鷹殿町19番34号
　　　☎090－9110－0738 072－986－0038

石　井　香秀里 3517 大阪城 7.10.20
〒541-0051　大阪市中央区備後町2丁目4番6号
　　　　　　　　森田ビルディング8階
　　　☎06－6484－6703　 06－6484－6796

今　西　　　幹 3518 北 7.11.4

〒550-0005　大阪市西区西本町一丁目4番1号
　　　　　　　　オリックス本町ビル10階
　　　　　　　　　ＪＦＤ土地家屋調査士法人　
　　　☎06－6535－7575　 06－6535－7576
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退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ ５ 名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

山　本　昌　英 2147 大阪城 7.9.18 業　務　廃　止

堀　出　悟　生 1390 中央 7.9.19 業　務　廃　止

砂　川　直　記 2506 堺 7.9.30 業　務　廃　止

三　阪　全　一 1437 堺 7.10.16 死　　　　　亡

竹　内　玄　徳 2316 北摂 7.10.18 死　　　　　亡

事　務　所　変　更（ ４ 名）

氏　　名 登録番号 旧支部 新支部 届　　　出
年　月　日 新事務所所在地・電話・FAX番号

阪　本　征　仁 3038 北河内 北河内 7.9.4
〒573-0027　枚方市大垣内町二丁目17番1号
　　　☎072－850－2222

酒　井　　　健 2928 泉州 泉州 7.10.7
〒590-0503　泉南市新家218番地
　　　☎072－480－1555　 072－496－1551

石　井　香秀里 3517 大阪城 大阪城 7.10.30

〒541-0051　大阪市中央区備後町二丁目4番6号
　　　　　　　　森田ビルディング8階
　　　　　　　　　ＳＡＫＵＲＡ土地家屋調査士法人
　　　☎06－6484－6703　 06－6484－6796

柴　田　翔　生 3502 北 北 7.11.21

〒530-0011　大阪市北区大深町3番1号
　　　　　　　　グランフロント大阪タワーB13
　　　　　　　　　ＰＧＭ土地家屋調査士法人
　　　☎06－6136－6508　 06－6136－6509

前　川　　　豪 3519 北摂 7.11.4
〒564-0063　吹田市江坂町1-17-23　江坂Ｍビル3F
　　　☎090－1136－0481

阿　部　智　哉 3464 北摂 7.11.19
〒560-0033　豊中市蛍池中町一丁目3番19号 2階
　　　☎06－6152－0078　 06－6152－0068

野　㞍　裕　司 3520 北摂 7.12.1
〒560-0033　豊中市蛍池中町一丁目3番19号 2階
　　　☎06－6152－0078　 06－6152－0068
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法　人　事　務　所　会　員　関　係

新　規　登　録　事　務　所　（ ３ 法人）

名　　　称 支　部 社員・会員登録番号
事　務　所　所　在　地

主主たる事務所　従従たる事務所
（電話番号・ＦＡＸ番号）

土地家屋調査士法人
HYMY

北 川添　和俊　3499
主　〒532-0023
大阪市淀川区十三東三丁目24番4　司ビル602号
☎080－4760－6719

ＰＧＭ
土地家屋調査士法人

北 柴田　翔生　3502
従　〒532-0011
大阪市淀川区西中島七丁目1番29号
☎06－6711－4270

土地家屋調査士法人
みつ葉グループ

大阪城 木村　洋輔　3515
従　〒541-0056
大阪市中央区久太郎町二丁目5番31号
☎06－6630－8350
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第６回常任理事会

　令和７年８月18日(月)午後４時00分から本会３
階役員室で第６回常任理事会が開催され、各部など
からの報告事項に続き、電磁的会議規則の改正につ
いてなど次の各事項が審議・協議された。
＜出席者・敬称略＞松島・山脇・井上（朝）・森脇・
川口・吉田・河﨑・田中（秀）

①�戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の頒布お
よび使用禁止会員のウェブサイトでの公開につい
て

①�令和８年４月１日付け任命予定の民事調停委員候
補者の推薦について

②電磁的会議規則の改正について
③�境界鑑定等業務取扱会員の登録に関する規程・境

界鑑定等業務取扱要綱の廃止について
④�４階会議室75インチディスプレイの購入につい

て
⑤�建築基準法第12条に基づく定期報告作業につい

て
⑥�大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅看板広告の継

続掲出について
⑦民間総合調停センター運営委員の推薦について
⑧第４回理事会について

①�土地家屋調査士法人の補助者の使用届出および補
助者の監督責任について

②会則第57条、第59条の改正について
③�本会ウェブサイトへ会員の顔写真を掲載する旨の

案内について
④令和８年度年賀状発送の中止について
⑤�会則別紙（入会金及び会費に関する規程）の一部

改正について

第７回常任理事会

　令和７年９月11日(木)午後２時45分から本会３
階役員室で第７回常任理事会が開催され、各部など
からの報告事項に続き、第４回理事会についてなど
次の各事項が審議・協議された。

＜出席者・敬称略＞松島・山脇・井上（朝）・川口・
吉田・河﨑・田中（秀）

①�大阪土地家屋調査士会館耐震補強設計業務につい
て

②ノベルティグッズの発注について
③�貝塚市空家等対策協議会委員の推薦について
④�資料センターシステムのサーバーリプレイスにつ

いて
⑤第４回理事会について

①堺市法定外公共物課からの依頼について
②堺市路政課からの依頼について

第８回常任理事会

　令和７年10月１日(水)午後４時00分から本会３
階役員室で第８回常任理事会が開催され、各部など
からの報告事項に続き、事務局のパソコンの購入に
ついてなど次の各事項が審議・協議された。
＜出席者・敬称略＞松島・山脇・井上（朝）・川口・
吉田・河﨑・田中（秀）

①�偽造書類を用いた登記申請が処理されている件に
ついて

①本会への情報開示請求の取り扱いについて
②�戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書および使

用簿の取り扱いについて
③会館のリフォーム検討について
④電子基準点設置準備委員会委員の構成について
⑤枚方市空家等対策協議会委員の推薦について

①ホームページ等への会員の顔写真の掲載について
②会則第57条～第59条の改正について
③事務局のパソコンの購入について
④事務局職員の配置換えについて
⑤交通費や日当に関する規則の一部改正について
⑥会則の一部改正について
⑦本年度の筆界調査委員推薦について
⑧大阪大学での寄附講座の今後について
⑨FAXによる相談等の今後の取り扱いについて
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①入会金及び会費に関する規程の改正について
②旅費規則の一部改正について
③事務局職員の新規採用について

第9回常任理事会

　令和７年10月16日（木）午後３時00分から本会４
階役員室で第９回常任理事会が開催され、各部など
からの報告事項に続き、事務手続きの効率化につい
てなど次の各事項が審議・協議された。
＜出席者・敬称略＞松島・山脇・井上（朝）・川口・
吉田・河﨑・田中（秀）

①事務局職員の配置と担当業務について
②葉月の会について

①�民間総合調停センター支援連絡委員会委員の選任
について

②事務手続きの効率化について
③羽曳野市空家等対策協議会委員の推薦について

①会則第57条、第59条の改正について
②規則・規程等の廃止に関する規程について
③役員等選任規程の改正について
④情報公開に関する細則の改正について
⑤入会金及び会費に関する規程の改正について
⑥旅費規則の一部改正について
⑦各部所掌委員会について
⑧第５回理事会について

第10回常任理事会

　令和７年11月５日（水）午後３時00分から本会３
階役員室で第10回常任理事会が開催され、各部な
どからの報告事項に続き、事務手続きの効率化につ
いてなど次の各事項が審議・協議された。
＜出席者・敬称略＞松島・山脇・井上（朝）・川口・
吉田・河﨑・田中（秀）

①事務局職員の配置と担当業務について

①三会会長懇談会について
②情報公開に関する細則の改正について
③第５回理事会について

第３回理事会

　令和７年７月８日(火)午後４時10分から本会４
階会議室で第３回理事会が開催され、会長の挨拶に
続き、各部長、支部長会議議長、各種委員会などか
らの報告・連絡事項があり、次の各事項が審議・協
議された。

審 議 事 項

①第１号議案　�令和７年度事業計画実施細目につい
て

　［提案理由］　�令和７年度の各部の事業計画実施細
目について別添のとおり提案する。

　　　［結果］　�提案のとおり全会一致で承認され
た。

②第２号議案　�表彰規程および会長表彰候補者の推
薦内規の一部改正について 

　［提案理由］　�表彰規程および会長表彰候補者の推
薦内規につき、規程・内規の中に改
廃規定がないため、改廃手続きを明
確にするため、同規程および内規に
改廃規定を新設することを提案す
る。また、各支部からの会長表彰の
選考に当たっては、内規上、本会お
よび支部研修および会務参加等を選
考材料としているが、支部は選考の
際に本会の会員素行情報を持ち合わ
せておらず、共有もされていないた
め、支部推薦があったとしても、本
会選考委員会で落選する事態が生じ
ている。ついては、本会より各支部
に対し会員素行情報を提供し選考・
推薦していただくに当たり、開示す
る根拠が必要となるため内規の改正
を提案する。

　　　［結果］　�本日（令和７年７月８日）から施行
することを含めて提案のとおり全会
一致で承認された。

　この後、監事からの意見等があり　閉会した。
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◇　　　９　　　月　　　◇

１日 ・�社会事業部打ち合わせ（会館）田中社会事
業部長、奥田・玉置同部各副部長

　　 ・綱紀委員会班別会議（会館）
　　 ・�大阪土地家屋調査士政治連盟常任幹部会（会

館）森脇副会長
２日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本相談員
３日 ・�業務研修部会（会館）
　　 ・資料センター運営委員会（会館）
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）古

屋相談員
　　 ・堺支部明示協議会（堺市役所）田中部長
　　 ・�国土交通省近畿地方整備局用地部挨拶（大

手前合同庁舎）松島会長、森脇副会長、冨
岡地籍整備促進委員長、坂田同副委員長

４日 ・�第61回全国不動産会議大阪府大会（大阪府
立国際会議場）松島会長

　　 ・�全国広報担当者向けセミナー（Web）田中
部長

　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）森
山相談員

５日 ・�入会面談（会館）中川・山田・八幡・淺川
総務部各理事

　　 ・�総務部会（会館）
　　 ・�総務部業務連絡会（会館）
６日 ・�近ブロ研修部会（三宮研修センター）松島

会長、山脇副会長、河﨑業務研修部長
　　 ・�第20回土地家屋調査士特別研修考査（三宮

研修センター）河㟢部長
９日 ・�全国統一情報共有・会員管理システム打ち

合わせ（会館・Web）井上副会長、上田澪
標ネット運営委員長、松本同副委員長、塚田、
和田、正井、同各委員

　　 ・�綱紀委員会全体会議（会館）
10日 ・�境界問題相談センターおおさか推進委員会

（会館）
　　 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）河﨑境界問題相談センター推進
委員・南口会員

　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）渡
口相談員

　　 ・�辻村弁護士訪問（辻村弁護士事務所）井上
副会長、川口総務部長

11日 ・�常任理事会（会館）
　　 ・�理事会（会館）

　　 ・�入会面談（会館）中川・淺川・加藤（充）
各理事

　　 ・�大阪市マンション管理支援機構常任委員会
（大阪市立住まい情報センター）正井会員

　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八
幡相談員

　　 ・�定時総会議事録署名（会館）覀口会員
12日 ・�千葉会との打ち合わせ（Web）井上副会長
17日 ・�会員研修会（エル・おおさか）
　　 ・�社会事業部会（会館）
18日 ・�財務部会（会館）
　　 ・�財務部（厚生・財務）業務連絡会（会館）
　　 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）　
　　 ・�大阪市マンション管理支援機構ミニ交流会

（大阪市立住まい情報センター）正井会員
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今

西相談員
　　 ・�民間総合調停センター広報・研修合同部会（大

阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター運営・財務委員会（大

阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター理事会（大阪弁護士会）
　　 ・�全国広報担当者向けセミナー（Web）田中

部長
19日 ・�公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調

査士協会定時社員総会（ホテルグランヴィ
ア大阪）山脇副会長

　　 ・�大阪青年土地家屋調査士会定時総会懇親会
（まぐろ居酒屋さかなや道場）山脇副会長

22日 ・�定時総会議事録署名（会館）吉川会員
23日 ・�大阪市マンション管理支援機構マンション

管理フェスタ（大阪市立住まい情報セン
ター）松本社会事業部理事、正井会員

2４日 ・�全国統一情報共有・会員管理システム打ち
合わせ（Web）井上副会長、上田委員長、
塚田、和田各委員

　　 ・�表示登記実務研究会（会館）
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）八

幡相談員
　　 ・�土地政策講習会（Web）田中部長
25日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田相談員
　　 ・�大阪維新の会政策懇談会（大阪維新の会本部）

森脇副会長
　　 ・�定時総会議事録署名（会館）佐々木会員
26日 ・�筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・�筆界調査委員養成講座（会館）⻆講師
29日 ・�境界問題相談センター研修会講師打ち合わ

せ（会館）京谷境界問題相談センターおお
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　　 ・�事務局職員個別面談（会館）川口部長
　　 ・�境界問題相談センターおおさか規則改正小

委員会（Web）京谷委員長、辻田境界問相
談センターおおさか推進委員会副委員長

10日 ・�大阪青年土地家屋調査士会定時総会懇親会
（まぐろ居酒屋さかなや道場）松島会長

　　 ・�賠償損害補償制度紛争処理委員会（会館）
14日 ・�全国統一情報共有・会員管理システム打ち

合わせ（会館・Web）井上副会長、上田委
員長、正井、和田各委員　　

　　 ・�綱紀委員会班別会議（会館）
　　 ・�綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・�会館検討委員会（会館）
15日 ・�財務部会（会館）
　　 ・�地籍整備促進委員会（会館）
　　 ・�近畿大学表敬訪問（近畿大学東大阪キャン

パス）松島会長、黒田産学交流学術研究委
員長、玉置同副委員長

　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）加
藤相談員

　　 ・�大阪法務局人権擁護部と会報誌打ち合わせ
（法務局本局）田中部長

　　 ・�非調査士活動実態調査（法務局堺・北大阪
支局）

16日 ・�中間監査（会館）
　　 ・�常任理事会（会館）
　　 ・�澪標ネットスタンドアロンマシンのOSアッ

プデート作業他（会館）正井委員
　　 ・�近ブロ立命館大学寄付講座成績優秀者表彰

式（立命館大学茨木キャンパス）正井会員
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
　　 ・�総務省近畿管区行政評価局との打ち合わせ

（会館）田中部長
17日 ・�年次制研修②（会館）河﨑部長、上田業務

研修部副部長 
　　 ・�堺支部登記事務等連絡会（堺市総合福祉会館）

森脇副会長
19日 ・�北区民カーニバル応援・取材（扇町公園）

田中部長
　　 ・�中央区民まつり応援・取材（難波宮跡）田

中部長
　　 ・�堺まつり応援・取材（堺山之口商店街大町

会場）田中部長
20日 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・�筆界特定制度推進委員会（会館）
　　 ・�会館什器打ち合わせ（会館）井上副会長
21日 ・�社会事業部会（会館）
　　 ・�ホームページ打ち合わせ（Web）井上副会長、

さか推進委員長
30日 ・�ホームページ打ち合わせ（Web）井上副会

長田中部長、玉置副部長、古屋理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪

口相談員

◇　　　10　　　月　　　◇

１日 ・�正副会長会議（会館）
　　 ・�常任理事会（会館）
　　 ・�筆界特定室との意見交換会（法務局本局）
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）吉

松相談員
　　 ・�全国統一情報共有・会員管理システム打ち

合わせ（会館）井上副会長
３日 ・�業務研修部会（会館）
　　 ・�資料センター運営委員会（会館）
　　 ・�近ブロ公共嘱託登記土地家屋調査士協会通

常総会（ホテルグランヴィア和歌山）松島
会長

６日 ・�大阪土地家屋調査士協同組合との意見交換
会（会館）

７日 ・�全国会長会議（８日も）（東京ドームホテル）
松島会長

　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
口相談員

　　 ・�第３回土地政策講習会（Web）田中部長
８日 ・�年次制研修①（会館）河﨑部長、松川業務

研修部理事
　　 ・�全国統一情報共有・会員管理システム協議

会 第３回統一システム委員会（東京会会館・
Web）

　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）山
田相談員

　　 ・�ホームページ説明会（Web）井上副会長、
田中部長、玉置副部長、松本・古屋・渡口
各理事

　　 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相
談（会館）中川境界問題相談センター推進
委員・野邊会員

　　 ・�資料センター室PC Windows10切り離し作
業（会館）西村資料センター運営委員

９日 ・�入会面談（会館）加藤副部長、中川・山田・
八幡・淺川各理事

　　 ・�総務部会（会館）
　　 ・�支部長会議（会館）
　　 ・�大阪市マンション管理支援機構常任委員会

（大阪市立住まい情報センター）正井会員
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

岐相談員
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田中部長、玉置副部長、古屋理事
　　 ・�民間総合調停センター広報・研修合同部会

（Web）
22日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）田

中相談員
　　 ・�近ブロ正副会長会議（奈良会）松島会長
　　 ・�三重会来会（会館）松島会長
　　 ・�非調査士活動実態調査（法務局天王寺出張所、

守口出張所）
23日 ・�大東市職員向け研修会（大東市役所）正井

災害・空家等対策委員長、山岡同委員
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本相談員
　　 ・�打ち合わせ（会館）川口部長
26日 ・�日本土地家屋調査士会連合会ゴルフ大会前

夜祭（指宿白水館）
27日 ・�オンライン申請促進に関する研修会（Web）
　　 ・筆界調査委員推薦委員会（会館）
　　 ・電子基準点設置準備委員会（会館）
　　 ・�就職・求人活動支援に向けた打ち合わせ（近

畿測量専門学校）田中部長
　　 ・�日本土地家屋調査士会連合会ゴルフ大会（い

ぶすきゴルフクラブ・指宿市内）
28日 ・�全国統一情報共有・会員管理システム打ち合

わせ（会館・Web）井上副会長、上田委員長、
和田委員

　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）森山
相談員

　　 ・�事務局職員個別面談（会館）川口部長
　　 ・�会館ネット環境業者打ち合わせ（会館）井上

副会長、川口部長
　　 ・�就職・求人活動支援に向けた打ち合わせ（近

畿測量専門学校）田中部長
29日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）淺川

相談員
　　 ・�神奈川会との打ち合わせ（Web）井上副会長
　　 ・�中央支部登記事務等連絡会（国際交流セン

ター）山脇副会長
30日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧

本相談員

◇　　　11　　　月　　　◇

１日 ・�大阪土地家屋調査士協同組合レクリエーショ
ン（The Day BBQ Osaka）山脇・森脇各副
会長、岡田支部長会議議長

４日 ・�境界問題相談センターおおさか推進委員会
（会館）

　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八
幡相談員

５日 ・�正副会長会議（会館）
　　 ・�常任理事会（会館）
　　 ・�堺一日合同行政相談所（堺産業振興センター）

奥田・玉置各服部長
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）廣

田相談員
　　 ・�大阪自由業団体連絡協議会交流会（KKRホ

テル大阪）
　　 ・�北支部登記事務等連絡会（大阪市立住まい

情報センター）井上副会長
６日 ・�北摂支部明示協議会（池田市文化会館）田

中部長
　　 ・�北摂支部登記事務等連絡会（池田市文化会館）

井上副会長
　　 ・�北河内支部登記事務等連絡会（ラポールひ

らかた）松島会長
８日 ・�近ブロソフトボール大会（９日も）（つつじヶ

丘多目的球技場、加太淡嶋温泉）
　　 ・�大阪市立住まい情報センターとのタイアッ

プ事業（大阪市立住まい情報センター）
10日 ・�総務部会（会館）
　　 ・�産学交流学術研究委員会（会館）
11日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今

西相談員
　　 ・�労働組合団体交渉（会館）井上副会長、川口・

吉田各部長
　　 ・�事務局職員個別面談（会館）川口部長
　　 ・�全国統一情報共有・会員管理システム打ち

合わせ（Web）井上副会長、上田委員長、
和田、塚田、正井各委員　

　　 ・�褒章等祝賀会（会館）中林名誉会長、松島会長、
川口・吉田各部長

12日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）藤
野相談員

　　 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相
談（会館）谷内田・田中各境界問題相談セ
ンター推進委員

　　 ・�大阪土地家屋調査士会親睦ゴルフ大会（天
野山カントリークラブ）

　　 ・�ホームページ説明会（会館）井上副会長、
玉置副部長、古屋理事

13日 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会
（会館）

　　 ・�大阪城支部登記事務等連絡会（会館）松島
会長

　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山
田相談員

　　 ・�大阪市マンション管理支援機構常任委員会
（大阪市立住まい情報センター）正井会員

14日 ・�各種講座（会館）
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　　 ・�業務研修部会（会館）
17日 ・�資料センター運営委員会（会館）
　　 ・�支部長会議と常任理事会との意見交換会（会

館）
　　 ・�打ち合わせ（会館）
18日 ・�社会事業部会（会館）
　　 ・�大阪土地家屋調査士協同組合との打ち合わ

せ（会館）松島会長、井上副会長、川口・
吉田各部長

19日 ・�常任理事会(会館)
　　 ・理事会（会館）
　　 ・入会面談（会館）加藤副部長、中川理事
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）上

田相談員
　　 ・事務局職員個別面談（会館）川口部長
20日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田相談員
　　 ・�民間総合調停センター支援連絡委員会（大

阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター運営・財務委員会（大

阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター広報・研修合同部会（大

阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター理事会（大阪弁護士会）
21日 ・�葉月の会（22日も）（会館）
　　 ・�中河内支部登記事務等連絡会（クエアホール・

ふせ）上田副部長
22日 ・�松原市空き家なんでも大相談会（まつばら

テラス）正井委員長、小林災害・空家等対
策委員

25日 ・�オンライン申請促進に関する研修会（Web）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

口相談員
　　 ・�全国統一情報共有・会員管理システム打ち

合わせ（Web）井上副会長、上田委員長、
和田、正井各委員

26日 ・�財務部会（会館）
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）奥

田相談員
　　 ・�神奈川会と（株）ウェブチップスとの打ち

合わせ（Web）井上副会長
27日 ・�境界問題相談センターおおさか研修会（会

館
　　 ・�要望書提出に向けての打ち合わせ（大阪府

不動産鑑定士協会）松島会長、森脇副会長、
田中部長

28日 ・�大阪司法書士会との協議会（イルビノーロ）

◇　　　９　　　月　　　◇

９日 ・�近公連第３回理事長会議（協会）舩原理事
長

12日 ・�第３回常任理事会（大阪土地家屋調査士会館）
19日 ・�第41回定時社員総会（ホテルグランヴィア

大阪）
　　 ・第３回理事会（ホテルグランヴィア大阪）

◇　　　10　　　月　　　◇

３日 ・�近公連第38回通常総会（ホテルグランヴィ
ア和歌山）舩原理事長、流王・太田各副理
事長、安倍・西谷・窪田・阪本各常任理事、
山﨑・沼間各理事、山内事務局長

７日 ・�第４回常任理事会（協会）
９日 ・�第１回総務部会（協会）
16日 ・�第３回業務部会（大阪土地家屋調査士会館）
　　 ・�第４回理事会（大阪土地家屋調査士会館）
17日 ・�狭あい道路解消シンポジウム（仙台市太白

区文化センター）舩原理事長、太田副理事
長、西谷・窪田・阪本各常任理事、竹内理事、
山田和雄社員

18日 ・�宮城協会への視察研修（宮城協会）舩原理
事長、太田副理事長、西谷・窪田・阪本各
常任理事、竹内理事、山田和雄社員

◇　　　11　　　月　　　◇

７日 ・�近公連第３回理事長会議（兵庫協会）舩原
理事長

11日 ・�第５回常任理事会（協会）
12日 ・�支部長会ゴルフ大会（天野山カントリーク

ラブ）舩原理事長
13日 ・�大阪広域水道企業団職員対象研修会（大阪

広域水道企業団村野浄水場）講師：阪本業
務啓発部長

14日 ・�滋賀協会設立40周年記念式典・講演会（琵
琶湖ホテル）舩原理事長

　　 ・�入会希望者面接（協会）安倍総務部長、山
内事務局長

20日 ・�第４回業務部会（エル・おおさか）
　　 ・�第５回理事会（エル・おおさか）
　　 ・�理事対象研修会（エル・おおさか）講師：

横山監事
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◇　　　１　　　月　　　◇

13日（火）�会館検討委員会
14日（水）�全国会長会議
　　　　境界問題相談センターおおさか推進委員会
15日（木）�全国会長会議
19日（月）�資料センター運営委員会
22日（木）�境界問題相談センターおおさか運営委員会
23日（金）�常任理事会
　　　　理事会
26日（月）�総務部会
28日（水）�会館検討委員会

◇　　　２　　　月　　　◇

６日（金）�近ブロ各会正副会長会議
13日（金）�近ブロ社会事業部会
18日（水）�正副会長会議
　　　　常任理事会
20日（金）�近ブロ広報部会
26日（木）�常任理事会
　　　　名誉役員会

◇　　　３　　　月　　　◇

12日（木）常任理事会
　　　　理事会
23日（月）�近ブロ正副会長会議

◆�理事に就任してから早いもので数カ月が経ちまし
た。実際にさまざまな活動に携わる中で、会の運
営が多くの方々のご尽力によって支えられている
ことを改めて実感しております。まだまだ学ぶこ
とばかりですが、現場の声や意見を大切にしなが
ら、少しずつ自分なりの形で貢献できるよう努め
てまいります。これからもどうぞよろしくお願い
いたします。

（松本）
◆�先日まで暑く、現場測量には日焼け止めを持参し

ましたが、最近突然寒くなり、体がついてきませ
ん。日本の気候は変化し、春夏秋冬が夏と冬のみ
になってきた感じがし、少し残念なこの頃です。
とはいえ、変化することは仕方のないことなの
で、土地家屋調査士も土地家屋調査士会も変化し
ながら未来につなげていかないといけないと思う
この頃です。

（古屋）
◆�秋も深まり、急に寒さを感じたり、少し暖かく感

じたり、会員の皆さまにおかれましては体調管理
の上、業務をなされていることと思います。大
阪土地家屋調査士会にも新会員が加入されてい
ます。土地家屋調査士業務ではTS測量は基より、
GPS測量、３Dスキャナー測量、ドローン測量も
取り入れられてきています。調査測量業務に当た
り、知識、技術向上し対応していく必要があると
思います。各支部では研修会等積極的に参加し、
また、他支部への研修会にも参加し、土地家屋調
査士としての意識を高めていきましょう。

（渡口）
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▽�笹部 忠雄氏（中河内支部　笹部 信仁、尊父
　令和７年10月８日没、87歳）
▽竹内 玄徳氏（北摂支部　竹内 健一、尊父
　令和７年10月18日没、73歳）

　①　電話で職員の在館を確認した上で、従来通
　　り会館にＦＡＸで連絡する。
　②　これを受けた職員は、所定の範囲の役員等
　　にＦＡＸで連絡する。

訃報の対応について
　事務局職員が在館する場合

訃　　　報

  北摂支部
竹内　玄徳会員
令和７年10月18日ご逝去

▽平成４年２月１日入会

  堺支部
三阪　全一会員
令和７年10月16日ご逝去

▽昭和46年１月14日入会

＊謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます

　■ 発行所　大阪土地家屋調査士会
　■ 〒 540-0023　大阪市中央区北新町３番５号
　■ 電　話　0 6 ( 6 9 4 2 ) 3330（代）
　■ ＦＡＸ　0 6 ( 6 9 4 1 ) 8070
　■  E － mail：otkc-3330@chosashi-osaka.jp
　■ ホームページ：https://www.chosashi-osaka.jp

支　部　別　会　員　数（R７・12・１現在）
○内数字は法人会員数

支　部 会員数 増減 支　部 会員数 増減
北 154⑲ 4 北河内 68③ 0

中央 119⑦ -1 北　摂 145⑧ 2
大阪城 130� 3 堺 143④ -2
中河内 102② 1 泉　州 71⓪ 0

合　計 932◦ 7

法人会員数　65法人（3）
※増減は前回R７年９月１日比

65

　本会社会事業部員　

　田　中　秀　典　　　　　​奥　田　祐　次
　玉　置　直　矢　　　　　​松　本　　　悟
　古　屋　禎　孝　　　　　渡　口　　　優
　（社会事業部担当副会長）　森　脇　英　明

　支部社会事業（広報）担当責任者　

　　北　　塚田　　徹　　中　央　岡本　吉雄
　大阪城　柳澤　尚史　　中河内　森留　禎雄
　北河内　阪本　征仁　　北　摂　辻　　大介
　　堺　　杉田　育香　　泉　州　酒井　　健　
　　　　　（事務局）寺田　秀美
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